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第１章 基本計画の位置づけ 

 

第１節 基本計画の位置づけ 

八潮市公共施設マネジメント基本計画（以下、「本計画」と呼びます。）は、八潮市総合計

画と整合し、公共施設等にかかる各施策を推進するために策定した計画のひとつです。本計

画は、国から策定が求められた公共施設等総合管理計画に該当するものであり、国の示した

「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」に準拠し、公共施設にインフラ資産を含

む市が保有する全ての公共施設等を対象とした基本的な計画として策定しました。そのた

め、インフラ資産を含む全ての公共施設等が関連する各種個別計画における、公共施設の管

理や整備に関する考え方については、原則として本計画との整合を図り、本計画を推進する

ものになります。 

また、本市では平成 26年度に、八潮市公共施設マネジメント白書を策定し、併せて今後

の公共施設とインフラ資産の維持管理及び整備に関する基本的な考え方や取組の実施方針

を示した八潮市公共施設マネジメント基本方針を策定しました。これら二つの計画につい

ては、本計画の策定に伴い、本計画に統合されたものとします。 

なお、本計画の位置づけは、次の図表に示すとおりです。 

 

図表１－１ 基本計画の位置づけ 
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第２節 公共施設マネジメントの考え方 

本市の公共施設マネジメントの取組にあたっては、自治体の経営資源である「ヒト」「モ

ノ」「カネ」「情報」を戦略的かつ最大限に活用するため、公共施設の質・量ともに見直しを

行い、長寿命化や耐震化を計画的に進め、将来的には資産の総量や経費の圧縮を図ります。

これらの取組は、最も費用対効果が高く効率的で適切な管理を行い、資産の全体の最適化を

目指す「アセットマネジメント（AM：Asset Management）」と保有する公共施設等の利用価

値の最大化を目指し、維持管理や運営の最適化を目指す「ファシリティマネジメント（FM：

Facility Management）」の考え方に基づき推進します。 

なお、AM の推進にあたっては、余剰資産について、将来的な行政需要や市民のニーズ等

を十分に踏まえるとともに、新たな施設を整備・更新する場合には、民間活力の利活用を視

野に入れて集約化や複合化を進めることを目指します。 

 

図表１－２ 八潮市 公共施設マネジメントの構造 
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第３節 計画期間 

本市の公共施設は 1970 年代から 1990 年代前半に集中的に整備されたため、それらの更

新・改修時期が約 25 年間（令和 8年から令和 22年頃まで）に集中します。インフラ資産の

更新・改修時期も同様です。また、本市の人口についても計画策定から 30年間で増減する

ことが予測されることから、計画期間を 30年（平成 28年度から令和 28年度）とし、長期

的な視点に基づく将来を見据えた方針とします。 

30 年はおおよそ一世代の年数に合致することから、本計画は、次世代に引き継ぐことが

できる公共施設とインフラ資産のあり方を示すものでもあることに留意します。 

 

図表１－３ 公共施設マネジメント基本計画の計画期間 

 

 

第４節 計画策定年度及び改訂年度 

本計画は平成 28年 7月に策定しました。その後、平成 29年 8月に「八潮市公共施設マネ

ジメントアクションプラン」、令和 4年 4月に「八潮市公共施設マネジメントアクションプ

ラン【見直し版】」を策定し、公共施設マネジメントの取組を推進してきました。計画策定

から 10年弱が経過し、人口動態及び社会情勢等も策定当時から変化してきており、かつ国

から「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」（令和 4年 10月 10日改訂）が示さ

れたことを受け、令和 8年度に改訂を行いました。 
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第５節 計画の対象施設 

本計画は、公共施設及びインフラ資産を含めた本市が所有する全公共施設を対象とし、公

共施設の管理にかかる方針を定めます。 

 

図表１－４ 基本計画の対象施設 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

第１節 人口の動向及び将来の見通し 

本市の人口は、高度経済成長期の一斉流入を機に大幅に増加し、その後のつくばエクスプ

レス開通等もあり増加を続けてきました。しかし、将来推計では本市の人口は 2050年代を

ピークに減少に転じるものと予測されています。また、人口構成は、市税収入の中心となる

生産年齢人口（15歳から 64歳）の割合が低くなり、老年人口（65歳以上）の割合が高まる

見込みです。 

図表２－１ 人口の推移と将来推計 

 

出典 1960 年度から 2020 年度までは総務省「国勢調査」、2030 年度以降は、「八潮市人口ビジョン」における将来推計値に

よる。 

 

図表２－２ 人口構成の推移と将来推計 

 

出典：1960 年度から 2020 年度までは総務省「国勢調査」、2030 年度以降は、「八潮市人口ビジョン」における将来推計値をもと

に編集・加工。 
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第２節 財政状況 

（１）歳入歳出の推移 

本市の普通会計決算に基づく令和 6 年度の歳入総額は 426 億 1,061 万円で、前年度と比

較して、32 億 3,221 万円減額しました。これは主に、地方特例交付金及び国庫支出金等は

増額となった一方で、繰入金、繰越金及び市債等の減額があったことによるものです。歳入

総額の内訳としては、市税等の自主財源は 60.7％を占めています。この自主財源の割合は

埼玉県内 40市中高い方から 3番目（令和 5年度時点）であり、財政運営の自立性は比較的

高い状況にあります。 

歳出総額は 393億 710万円で、前年度と比較して、40億 86万円減額しました。これは主

に、民生費、土木費等は増額となった一方で、総務費、衛生費及び公債費等が減額となった

ことによるものです。歳出総額の内訳としては、人件費及び扶助費、公債費を合わせた義務

的経費が 39.6％を占めています。特に高齢者や障がい者の福祉サービス、子育て支援、生

活保護などにかかる扶助費が、10年前の平成 26年度と比べて 1.27倍に増加しているほか、

物件費やその他経費（補助費など）も増加しています。この義務的経費の割合は、埼玉県内

40市中で最も低く（令和 5年度時点）、歳出面での選択・裁量の余地という点では比較的良

い状態にあると言えます。 

 

（図表）２－３ 普通会計決算に基づく歳入の推移 

 

（図表）２－４ 普通会計決算に基づく歳出の推移 
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（２）投資的経費の推移 

投資的経費は、公共施設の整備や改修に使われる経費です。令和元年度から令和 5年度

まで一貫して増加傾向にありましたが、令和 6年度は 36.2億円と減少しています。 

投資的経費増加の主な要因は施設更新費であり、令和元年度では投資的経費に対して施

設更新費が占める割合は約 4割程度であったところ、令和 5年度では 8割以上を占めてい

ます。 

 

（図表）２－５ 投資的経費の推移 

 

  

pa71269
ハイライト表示

pa71269
ハイライト表示



 

8 

 

（３）基金残高の推移 

本市の令和 6年度末時点での基金残高は 61億 2,721万円です。平成 26 年度以降、災害

復旧、地方債の繰上償還その他財源不足等に備えた「財政調整基金」や、施設の整備等に

活用する「公共施設整備基金」、その他基金（庁舎整備基金等）の積立て及び取崩しを行

ってきました。令和 6年度末現在、基金全体としては平成 26年度の約 3.5倍となってい

ますが、令和 4年度以降は減額に転じています。 

今後も引き続き、本市を取り巻く状況を総合的に勘案しながら、必要な積立を行ってい

く必要があります。 

 

（図表）２－６ 基金残高（年度末時点）の推移 
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（４）地方債残高の推移 

令和 6年度末時点の普通会計における地方債残高は 225億 5,996万円であり、地方債残

高は令和 3年度まで減少傾向にありましたが、新庁舎整備事業等の影響により令和 4年

度、令和 5年度は上昇しています。 

特例債は借入れを抑制しているものの、建設事業等の財源とするための普通建設事業債

の残高が上昇してきています。 

 

（図表）２－７ 地方債残高等の推移（普通会計）  

 

 

（図表）２－８ 地方債残高の内訳 
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（５）健全化指標の推移 

本市の経常収支比率は令和 4年度までは低下傾向にあったものの、令和 5年度には

88.2％に上昇しており、財政構造の硬直化が進まないよう注視する必要があります。 

また、財政力指数は 1.0％近傍で推移しており、財政の自立性は高いと言えます。公債

費負担比率は警戒ラインとされる 15％を下回る水準かつ令和 2年度から低下傾向にありま

すが、標準的な財政規模で見た時の実質公債費比率は上昇傾向にあります。 

 

 

（図表）２－１０ 経常収支比率の推移 

 

《用語説明》 

経常収支比率…人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的

経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収

入される一般財源（経常一般財源）、減収補塡債特例分、猶予特例債及び臨時財政対策債

の合計額に占める割合をいいます。この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度

充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいること

を表します。 

公債費負担比率…地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標

の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合をいいます。公債費

負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んで

いることを表します。 

実質公債費比率…当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還

金の標準財政規模に対する比率の過去 3年間の平均値で、借入金（地方債）の返済額及び

これに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を表す指標のことをいいます。 
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（図表）２－１１ 公債費負担比率の推移 

 

 

（図表）２－１２ 実質公債費比率の推移 
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第３節 公共施設等の現状 

（１）公共施設の保有状況 

本市の公共施設は全 64施設、総延床面積は 157,960㎡です（令和 8年 3 月末時点）。こ

のうち最も多くの面積割合を占めているのは小学校や中学校などの学校(91,468 ㎡)で、

総延床面積の 58.1％を占めています。次に庁舎等（14,375㎡）、文化施設(10,424 ㎡)が

続き、それぞれ総延床面積の 9.0％、6.5％を占めています。 

令和 8年 3月末時点で築 30年以上の平成 6年度以前に建てられた施設が 8割を超えて

おり、更新時期を迎えている施設が多数あります。 

また、市民１人あたりの公共施設延床面積は埼玉県内 39市の平均よりも少ない状況で

す。埼玉県内 39市の人口と公共施設延床面積の関係を見ても、八潮市は埼玉県の他自治

体の水準よりもやや少ない公共施設総量であることがわかります。 

（図表）２－１３ 分類別施設数及び延床面積 

令和 8 年 3 月末時点 

施設分類 施設数 施設延床面積 施設例 

庁舎等 3  14,375 ㎡ 市役所駅前出張所、本庁舎、東棟 

図書館 2  2,832 ㎡ 八幡図書館、八條図書館 

博物館等 2  2,295 ㎡ 八潮市立資料館、旧藤波家住宅（展示用） 

文化施設 3  10,424 ㎡ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ）、八潮

市民文化会館駅前分館(アネックス）、やしお生涯楽習館 

集会施設 3  2,759 ㎡ コミュニティセンター、八幡公民館、八條公民館 

スポーツ施設 3  5,606 ㎡ 勤労青少年ホーム、勤労者福祉・スポーツセンター、鶴ケ曽根体育

館（エイトアリーナ） 

保健施設 1  1,493 ㎡ 保健センター 

幼児・児童施設 8  1,150 ㎡ どんぐり学童クラブ、やわた学童保育所、わかくさ学童保育所、は

ちじょうきた学童保育所、おおぜ学童保育所、だいばら学童保育

所、やなぎのみや学童保育所、はちじょう学童保育所 

幼保・こども園 4  2,105 ㎡ 伊草保育所、南川崎保育所、古新田保育所、八条保育所 

学校 15  91,468 ㎡ 八條小学校、潮止小学校、八幡小学校、大曽根小学校、松之木小学

校、中川小学校、八條北小学校、大瀬小学校、大原小学校、柳之宮

小学校、八潮中学校、大原中学校、八條中学校、八幡中学校、潮止

中学校 

高齢者福祉施設 3  5,118 ㎡ やしお苑、寿楽荘、すえひろ荘 

障がい者福祉施設 4  1,733 ㎡ 八潮市障がい者福祉施設わかくさ、八潮市障がい福祉施設やまび

こ、八潮市身体障害者福祉センターやすらぎ、八潮市障がい者福祉

施設虹の家 

公営住宅 3  6,062 ㎡ 宮田団地、大原団地、中馬場住宅 

その他行政系施設 9  10,415㎡ 大曽根教職員住宅、文化スポーツセンター、旧保健センター、鶴ヶ

曽根住宅、旧駅前保育所※、八潮団地出張所、災害用倉庫、日赤倉

庫、八潮市建設資材置場 

その他教育施設 1  322㎡ 教育相談所 

総 計 64  157,960 ㎡  

※ 旧駅前保育所は、平成 29年 4月から賃貸借契約により民間事業者が運営。 
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（図表）２－１４ 施設分類別の施設数割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表）２－１５ 施設分類別の延床面積割合 
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（図表）２－１６ 市民 1人あたりの公共施設延床面積 

 

出典/時点：公共施設等総合管理計画策定状況調査（総務省）/令和 6年 3月末 

 

（図表）２－１７ 人口と公共施設延床面積の関係（埼玉県 39市） 

 

出典/時点：公共施設等総合管理計画策定状況調査（総務省）/令和 6年 3月末 
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（２）インフラ施設の保有状況 

①道路 

「道路」としては、道路実延長が 309,390ｍ、道路面積は 1,839,669㎡、道路改良率

（道路構造令の規格を満たしている道路の割合）は 76.3％となっています。種別には 1級

（幹線）市道が 24,303m（道路改良率 88.2%）、2級（幹線）市道が 20,212m（道路改良率

81.1%）、生活道路が 264,875m（道路改良率 74.8%）となっています。 

 

（図表）２－１８ 道路分類別実延長及び面積 

 

時点：令和 7年 3月末 

 

②橋りょう 

「橋りょう」としては、延長 15ｍ以上の橋りょうが 7橋、15ｍ未満の橋りょうが 112橋

の合計 119橋があり、実延長として 773.3ｍを有しています。橋りょう面積合計は

5,570.9㎡であり、うち構造種別の面積をみると、プレキャストコンクリート造が 69.3％

（3,859.7㎡）と最も多く、次いで鉄筋コンクリート造が 19.6％（1,092.6㎡）、鉄骨造が

11.1％（618.6㎡）を占めています。 

 

（図表）２－１９ 橋りょう数及び実延長 

  

 

 

 

時点：令和 6年 3月末 

（図表）２－２０ 構造種別・延長別橋りょう面積 

 

時点：令和6年3月末 

橋りょう（15ｍ以上） 橋りょう（15ｍ未満）

面積（㎡） 面積（㎡）

プレキャストコンクリート造 382 884 1,266

鉄筋コンクリート造 129 698 827

鉄骨造 562 47 609

橋りょう面積合計（㎡） 1,073 1,629 2,702

構造種別 合計

橋りょう 橋りょう
（15ｍ以上） （15ｍ未満）

橋りょう数（橋） 7 32 39

実延長（ｍ） 430

合計

112 119 

773 

 

511.3 

 

3,348.4 3,859.7 

0 1,092.6 1,092.6 

 504.5 

 

114.1 

 

618.6 

 1,015.8 4,555.1 5,570.9 
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③公園 

「公園」としては、都市公園 79箇所で 20.42haを管理対象としています。 

 

（図表）２－２１ 公園設置数及び面積 

 

出典/時点：八潮市公園遊具長寿命化計画/令和6年3月末 

 

④リサイクルプラザ 

廃棄物処理施設として 1985年 3月竣工の八潮市リサイクルプラザ（敷地面積：6,100

㎡）を管理しています。 

 

⑤水道 

「水道」としては、水道管の総延長は417,215ｍであり、配水管が411,515ｍ、導水管が5,700

ｍとなっています。 

 

（図表）２－２２ 水道管の延長 

 

時点：令和 7年 3月末 

 

また、浄水場などの建物及び水源井などの構築物を管理しています。 

  

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積

79箇所 20.42ha

種別 延長（ｍ）

導水管 5,700

送水管 -

配水管 411,515

合計 417,215
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（図表）２－２３ 水道建物の概要 

 
時点：令和 7年 3月末 

 

竣工年 延床面積(㎡)

中央浄水場　電気・管理棟(事務所) 2006 1,415

中央浄水場　低圧電気棟 2006 134

中央浄水場第１ポンプ棟 1969 432

中央浄水場第２ポン棟 1978 710

中央浄水場　薬品注入機室 1970 45

水道施設倉庫 （鶴ヶ曽根） 1986 34

南部配水場　管理棟 1995 816

中央浄水場　新ポンプ室 2015 168

中央浄水場　揚水ポンプ室 2015 350

施設名称
建物
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（図表）２－２４ 水道構築物の竣工年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点：令和 7年 3月末 

  

構築物

竣工年

着水井 1969

混和池 1970

揚水池 1970

1号ポンプ井 1969

2号ポンプ井 1971

3-4号ポンプ井 1979

PC配水池（既設） 1977

PC配水池（新設） 2015

第１水源井 2009

第２水源井 1967

第３水源井 2021

第４水源井 2019

第５水源井 2022

第６水源井 1970

第７水源井 1972

第８水源井 1961

管末水質自動監視装置(コミセン） 2020

管末水質自動監視装置（古新田保育所） 2020

PC配水池（南部配水場） 1994

施設名称
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⑤下水道 

「公共下水道」としては、雨水管が18,989ｍ、汚水管が269,825ｍとなっています。 

 

（図表）２－２５ 下水道管の延長 

 
時点：令和 7年 3月末 

 

また、浄水場などの建物及び水源井などの構築物を管理しています。 
 

（図表）２－２６ 排水機場等建物の概要 

 

時点：令和 7年 3月末 

 

  

雨水（ｍ） 汚水（ｍ） 合計（ｍ）

250mm未満 0 242,307 242,307

250mm～500mm未満 221 14,122 14,343

501mm～1,000mm未満 6,779 11,548 18,327

1,001mm～2,000mm未満 7,219 1,848 9,067

2,001mm～3,000mm未満 1,412 0 1,412

3,001mm以上 3,358 0 3,358

79箇所 18,989 269,825 288,814

延長
管径別



 

20 

 

（３）公共施設の老朽化状況 

①建築年度別・用途分類別の延床面積 

本市の建築系公共施設を、建築年度別・用途分類（大分類）別に延床面積を集計しまし

た。その結果、令和 5年度時点において建築から 30年以上を経過した施設の延床面積は

全体の 82.2％を占めています。一般的に建築後 30年程度を経過すると、建物の躯体

（壁、床等）や設備（空調、給排水、電気類等）の経年劣化等により、大規模な修繕や改

修の必要性が高まるため、ここでは、老朽化の一つの目安として捉えています。 

年代別に内訳をみると、建築から 40年以上 50年未満経過した施設の延床面積の割合が

最も高く、全体の 47.9％を占めています。 

 

（図表）２－２７ 建築年別の延床面積 
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②公共施設の耐震化状況 

本市は、八潮市建築物耐震改修促進計画に基づき、主要施設を中心に旧耐震基準の施設の

耐震化（建替えまたは耐震補強）を進めてきましたが、いまだ耐震化が実施できていない施

設も存在します。 

しかし、財政等の制約から一度に全ての課題に対応することは困難であることから、倒壊

や事故等の危険性の度合い、施設利用者数、及び利用頻度等を総合的に勘案しながら、順次

対策を講じる必要があります。 

 

（図表）２－２８ 市有建築物の耐震化の現状 

施設 

耐震基準 
(施設) 

Is値 
(旧耐震の施設) 

旧耐震 新耐震 不明 0.6未満 0.6以上 

庁舎等 0 2 - - - 
図書館 0 2 - - - 
博物館等 0 1 - - - 

文化施設 0 3 - - - 

集会施設 1 2 1 0 0 

スポーツ施設 0 2 - - - 

保健施設 0 1 - - - 

幼児・児童施設 5 4 1 1 3 

幼保・こども園 3 2 3 0 0 

学校 32 15 1 4 27 

高齢者福祉施設 1 2 1 0 0 

障がい者福祉施設 0 5  - - 

公営住宅 6 2 3 0 3 

教職員住宅 5 0 5 0 0 

その他の行政施設 6 0 6 0 0 

その他教育施設 1 0 0 1 0 

合計 60 43 21 6 33 

出典：八潮市施設カルテ 

 

（図表）２－２９ 耐震基準別の公共施設の延床面積 

旧耐震基準 新耐震基準 

87,562.5（㎡） 54.9% 72,069.8（㎡） 45.1% 
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③類型別の有形固定資産減価償却率 

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産の取得価格に対する減価償却累計額の割合を

示す指標であり、有形固定資産全体に関する老朽化度合いを把握することができます。数

値が高い程、老朽化が進んでいることを示します。 

本市の類型ごとの有形固定資産減価償却率を見ると、教職員住宅やその他行政施設、幼

児・児童施設の老朽化が進んでいることが分かります。教職員住宅は 99.9％、その他行政

施設は 97.1％、幼児・児童施設は 84.6％の償却率です。一方で、庁舎等は 8.7％と、老朽

化が進んでいない類型も存在します。 

 

（図表）２－３０ 類型別の有形固定資産減価償却率 
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（４）インフラ施設の老朽化状況 

①道路 

供用後 30年以上経過している舗装が全体の 6割以上を占め、路盤以下の支持力低下が

予想されます。 

 

②橋りょう 

完成から 50年以上経過した橋りょうは 1橋のみですが、30年後には 30 橋に増加する見

込みです。 

 

③公園 

市内の公園は設置から 30年以上経過するものが全体の 5割を超え、特に遊戯施設の老

朽化が顕在化しています。 

 

④リサイクルプラザ 

八潮市リサイクルプラザは、稼働開始から 30年を経過しています。また、設備につい

ても、これまでは施設の停止につながる支障はないものの、老朽化は確実に進行していま

す。 

 

⑤水道 

 水道施設は、水を供給してから 60年以上が経過しており、老朽化が進んでいます。 

 

⑥下水道 

現時点において法定耐用年数を経過した管渠はありません。 
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（５）公共施設の利用状況 

施設の利用率を見ると、文化施設や集会施設、博物館等では相対的に低水準で推移してお

り、高齢者福祉施設も平均利用率が低く、十分に活用されていない状況です。これらの分野

では、民間サービスの充実や市民ニーズの変化を踏まえ、サービスの在り方を見直すととも

に、公民の役割分担（民間に委ねるべきサービスの見極め）も含めて再検討していくことが

必要です。これに対して、スポーツ施設や図書館は安定して高い利用率で推移しており、幼

児・児童施設や幼保・こども園でも需要の高さが確認できます。 

今後は、需要の高い分野に重点を置きつつ、将来的な人口減少も見据えながら、いたずら

に施設整備を拡大するのではなく、既存資源の有効活用やソフト面での工夫により対応し

ていくことが望まれます。 

 

（図表）２－３１ 施設種類別年度別平均利用率（単位：％） 

施設種類 
令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

令和 5 

年度 

令和 6 

年度 
平均 算出根拠 

文化施設 36.2 35.7 35.1 37.4 33.9 35.6 利用者数÷利用可

能人数 

集会施設 15.3 22.5 27.7 20.9 19.7 21.2 利用者数÷利用可

能人数 

スポーツ施設 97.0 98.0 98.0 99.0 100 98.4 利用者数÷利用可

能人数 

図書館 100.0 54.5 100.0 100.0 100.0 90.9 利用者数÷利用可

能人数 

博物館等 7.2 26.0 22.3 33.0 35.3 24.7 利用者数÷利用可

能人数 

幼児・児童施設 103.0 101.2 100.7 105.0 112.0 104.4 利用者数÷定員数 

幼保・こども園 99.2 88.8 73.7 70.0 81.4 82.6 利用者数÷定員数 

高齢者福祉施

設 

0.2 0.2 22.4 24.2 24.3 14.2 利用者数÷定員数 

障がい者福祉

施設 

70.8 71.7 70.7 69.1 68.9 70.3 利用者数÷定員数 

公営住宅 97.8 100.0 95.6 97.8 98.9 98.0 戸数÷入居戸数 

出典：八潮市施設カルテ 
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（６）公共施設の維持管理の状況 

公共施設の維持管理費用（電気料金、ガス料金、水道料金、修繕費の合計）は令和 2年度

から令和 6年度で、164,882千円（81.7％増）増加しています。 

電気料金は令和 6年度時点で維持管理費用の 66.7%を占めており、電気料金の高騰が最も

大きな費用増加要因となっています。また、電気料金と比較して緩やかではありますが、ガ

ス料金、水道料金、修繕費も同様に増加傾向にあります。 

 

（図表）２－３２ 維持管理費用の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：八潮市施設カルテ 
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（７）公共施設の配置状況 

地域ごとの公共施設の配置状況を見ると、面積や機能に大きな違いがあります。例えば、

八潮駅周辺の人口増加がみられる潮止地域では、人口に対して、学校をはじめとした、公共

施設の面積が小さくなっています。また、市役所や市民文化会館などの市の都市機能が集積

している八幡地域では、人口に対して、庁舎等やその他行政施設の面積が大きくなっていま

す。地域の人口構成が必ずしもそのまま施設の適正配置に結びつくものではありませんが、

人口構成や利用状況などの現状を踏まえるとともに、施設の老朽化なども十分勘案して、今

後の施設の適正配置のあり方を検討していく必要があります。 

 

（図表）２－３３ 地域ごとの人口と一人当たりの公共施設の面積（単位：㎡/人） 

 八條地域 潮止地域 八幡地域 

庁舎等 0.00 0.01 0.43 

図書館 0.08 0.00 0.04 

博物館等 0.00 0.00 0.07 

文化施設 0.23 0.01 0.17 

集会施設 0.10 0.00 0.03 

スポーツ施設 0.12 0.07 0.00 

保健施設 0.00 0.00 0.05 

幼児・児童施設 0.02 0.01 0.02 

幼保・こども園 0.02 0.04 0.01 

学校 1.18 0.55 1.46 

高齢者福祉施設 0.02 0.11 0.00 

障がい者福祉施設 0.07 0.01 0.00 

公営住宅 0.09 0.00 0.15 

教職員住宅 0.00 0.00 0.04 

その他行政施設 0.05 0.03 0.21 

その他教育施設 0.00 0.00 0.00 

合計 1.97 0.85 2.67 

人口（人） 19,131 42,335 32,166 

※図表の値は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、一致しない場合があります。 
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（８）市民意識調査 

 公共施設の更新・統廃合を検討するうえで、公共施設のあり方について市民がどのよう

に考えているかを把握することは重要です。また、市民意識調査など市民の声を踏まえた

更新・統廃合を行うことは、市民の公共施設に対する考え方を理解できるだけでなく、市

民が公共施設について考え、かつ主体的に関わる機会を創出することができます。 

令和７年度に実施した市民意識調査の結果では、以下の傾向が見られました。 

 

① 公共施設の利用頻度 

公共施設の利用頻度は平成 27 年度に実施した市民意識調査より減少傾向にあり、「ほと

んど利用しない」「利用したことがない」との回答が増えています。その理由として「施

設の存在やサービス内容を知らない」「利用する必要がない」が多く挙げられています

が、情報発信や周知の不足も課題として指摘されています。また、インターネット予約シ

ステム「まんまるよやく」の認知度も低く、利用経験者は少数にとどまっています。 

 

（図表）２－３４ 公共施設の利用状況 
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高齢者福祉施設

集会施設

障がい者福祉施設

スポーツ施設

庁舎等

図書館

博物館等

文化施設

保健施設

幼児・児童施設

問1.あなたは過去1年間に八潮市の公共施設をどのくらい利用しましたか。

以下の施設種別ごとにあてはまるもの１つに〇をつけてください。

月に１回以上利用する 年に数回程度利用する ほとんど利用したことがない 利用したことがない 無回答
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② 公共施設の更新・統廃合 

公共施設の更新や統廃合については、多くの市民が関心を持っており、「施設の統廃合

や集約化・複合化により施設数を減らして再編を行う」ことに賛同する意見が最も多いで

す。一方で、施設数や規模の維持を求める声は少数ですが、維持すべき施設としては「学

校」「消防施設」「高齢者福祉施設」など、生活や安全に密着した施設が重視されていま

す。 

また、公共施設にかかる費用を削減するために複合化して整備することが適切な組合せ

として、「図書館と博物館等」、「幼児・児童施設と保育所」、「学校と幼児・児童施設」が

挙げられました。 

 

（図表）２－３５ 公共施設の更新・統廃合への関心 

 

  

9.0% 43.0% 28.2% 17.1% 2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問2.あなたは公共施設の更新及び統廃合に関心がありますか。（一つ選択）

１．非常に関心をもっている ２．関心をもっている

３．どちらかと言えば関心はない ４．関心はない

無回答
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③ 受益者負担 

公共施設の利用者が負担すべき費用に対する考え方について、「必要な全ての経費を利

用者が負担する」「使用する照明や空調などの光熱費負担分は利用者が負担する」「民間の

同種の施設と同等程度は利用者が負担する」との意見が 8割を占めています。 

 

（図表）２－３６ 公共施設の利用者が負担すべき費用に対する考え方 

 

 

  

11.6% 35.8% 35.8% 7.5% 9.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問7.公共施設の中には、施設利用料金を支払うものがありますが、これらの維持管理にかかる費

用は利用料金だけでは賄うことができず、一部を税金で補填しています。受益者負担の原則から利用

者が負担する費用はどれぐらいが適当だと思いますか。（一つ選択）

１．必要な全ての経費を利用者が負担する

２．使用する照明や空調などの光熱水費相当分は利用者が負担する

３．民間の同種の施設と同等程度は利用者が負担する

４．利用者が負担するのではなく、市民全体で負担する（税金での負担等）

無回答
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④ 安全への関心の高まり 

自由記述欄等からは、特に公共施設の老朽化や維持管理の不十分さに対する懸念が多く

寄せられており、早期の更新や修繕、快適な環境整備を求める声が目立ちます。また、道

路の暗さや整備不良が防犯・防災の観点からも不安の声が寄せられており、公共施設の再

編や整備においては、単なる利便性やコスト削減だけでなく、地域の安全性確保が最優先

事項です。 

 

（図表）２－３７ 自由記述欄の分析 

 

※調査結果の詳細は資料編に掲載しています。 
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第４節 これまでの取り組み 

（１）これまでの八潮市の取組み 

①公共施設 

市では、平成 28年度に公共施設等総合管理計画にあたる公共施設マネジメント基本計

画（計画期間：30年）を策定後、国からの要請前の平成 29年度に個別施設計画である公

共施設マネジメントアクションプラン（計画期間：平成 30年度～令和 9年度の 10年間）

を策定し、取り組みを進めてきました。 

令和 2年度には、国から、個別施設計画に合わせた総合管理計画の見直しを、令和 3年

度中に実施するよう要請されていました。この要請に対し、市としては、アクションプラ

ンの計画期間後半に向け、令和 4年度に見直しを行う予定としていましたが、計画期間前

半の取組の進捗が思わしくなかったことも踏まえ、アクションプランの見直しを１年前倒

し、令和 3年度に実施しました。 

また、国から公共施設等総合管理計画に追記するよう要請のあった事項については、ア

クションプランの「見直し版」に記載することをもって、公共施設等総合管理計画の見直

しに代えるものとしました。 

 

（図表）２－３８ これまでの八潮市の取組み 

年度 国の動き 八潮市の取組 

平成 26 年度 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の

推進について 

「公共施設等総合管理計画」策定の要請 

→平成 28 年度までに策定 

 

平成 27 年度 
 公共施設マネジメント白書策定 

公共施設マネジメント基本方針策定 

平成 28 年度 

 公共施設マネジメント基本計画策定 

（公共施設等総合管理計画） 

計画期間：30 年 

平成 29 年度 

 公共施設マネジメントアクションプラン策

定（個別施設計画） 

計画期間：10 年 

平成 30 年度 

公共施設等の適正管理の更なる推進につ

いて 

「個別施設計画」策定の要請 

→令和 2 年度までに策定 

 

令和元年度   

pa71269
ハイライト表示



 

32 

 

令和 2 年度 

令和 3 年度までの公共施設等総合管理計

画の見直しにあたっての留意事項につい

て  

「公共施設等総合管理計画」の見直しの

要請 

→令和 3 年度末までに見直し 

 

令和 3 年度 
 アクションプラン後半(令和 4～9 年度)に

向けた見直し（１年前倒し） 

 

これらの取組によって、施設の利用実態や建設当時の目的等を精査した結果、135㎡の

機能を転用、15,339 ㎡を解体、7,941㎡の機能を停止・休止しました。 

また、新たな需要に対応するため、18,180㎡増築しました。 

 

 

（図表）２－３９ 延床面積の増減 

手法 項目 年度 面積 

転用 
おおそね学童廃止 

平成 30年度 
-135 ㎡ 

大曽根小学校普通教室に転用 +135 ㎡ 

廃止 

・ 

解体 

旧たけのこ学童解体 平成 29年度 -80 ㎡ 

ひまわり学童解体 
令和元年度 

-97 ㎡ 

大曽根住宅棟解体 -428 ㎡ 

別館庁舎解体 令和 2年度 -862 ㎡ 

中馬場保育所解体 
令和 5年度 

-330 ㎡ 

大曽根保育所解体 -338 ㎡ 

中央保育所解体 

令和 6年度 

-1,036 ㎡ 

中央職員住宅解体 -803 ㎡ 

中央教職員住宅解体 -676 ㎡ 

中馬場保育所解体 -347 ㎡ 

旧庁舎解体 

令和 7年度 

-6,498 ㎡ 

旧庁舎東棟解体 -1,274 ㎡ 

小作田教職員住宅（A）解体 -785 ㎡ 

小作田教職員住宅（B）解体 -895 ㎡ 

小作田教職員住宅（C）解体 -890 ㎡ 
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新築 

・ 

増築 

潮止中学校教室棟増築 令和元年度 +622 ㎡ 

庁舎建築 

令和 5年度 

+13,218 ㎡ 

庁舎東棟建築 +344 ㎡ 

保健センター建築 +3,658 ㎡ 

エイトアリーナ別棟増築 令和 7年度 +338 ㎡ 

合 計 +2,841 ㎡ 

 

（図表）２－４０ 機能を停止・休止した施設 

施設名 停止・休止年度 面積 

大曽根教職員住宅 平成 29年度 1,139㎡ 

旧保健センター 令和 5年度 2,165㎡ 

文化スポーツセンター 
令和 7年度 

4,637㎡ 

鶴ケ曽根住宅 314㎡ 

合 計 7,941㎡ 

 

また、計画策定後（平成 27年度以降）に、本市が実施した対策の一例として、下記の内

容があげられます。 

 

（図表）２－４１ 過去に行った対策の主な実績（令和７年度末時点） 

対策手法 完了年度 実施内容 
個別施設計

画の有無 

長寿命化の実施 

（大規模改修工事） 

平成 30年度 市営住宅（大原団地１号棟） 有 

令和元年度 市営住宅（大原団地２号棟） 有 

令和 2年度 
身体障がい福祉センターやすらぎ 無 

市営住宅（中馬場住宅１・２号棟） 有 

令和 3年度 
八幡図書館・公民館 無 

大原中学校特別教室棟 有 

令和 4年度 八條小学校管理特別教室棟 有 

耐震化の実施 令和 5年度 市役所庁舎・保健センター整備工事 有 

最適配置の推進 令和 5年度 市役所庁舎・保健センターの複合化 有 

官民連携の取組 
令和元年度 

リース方式による小中学校普通教室・特別

教室へのエアコン整備 

無 

令和 5年度 庁舎総合管理業務委託 無 

公有財産の利活用 令和 6年度 旧保健センター駐車場跡地の貸付 無 
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②インフラ施設 

本市では、道路、橋りょう、公園、水道、下水道について、それぞれ個別施設計画等を

策定し、各インフラ施設の老朽化や財政負担、利用状況などの課題を踏まえ、計画的かつ

効率的な維持管理・更新・再編・長寿命化に取り組んでいます。 

 

（図表）２－４２ インフラ施設の個別施設計画等 

インフラ施設名 計画名 策定日 

道路 八潮市舗装個別施設計画 令和 6年 2月 

橋りょう 八潮市橋梁長寿命化修繕計画 令和 6年 3月 

公園 八潮市公園遊具長寿命化計画 令和 6年 3月 

リサイクルプラザ 八潮市リサイクルプラザ長寿命化等計画 令和 7年 10月 

水道 八潮市水道事業ビジョン・経営戦略 令和 7年 3月 

下水道 八潮市下水道事業経営戦略 令和 7年 3月 
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（２）公共施設の保有状況の推移 

本市では、公共施設マネジメントアクションプランに基づいて、適正な施設保有量を検

討し、各種取組を実施してきました。その結果、令和 7年度の総延床面積は、平成 27年

度と比較して約 4,700 ㎡減少しました。 

庁舎等は、市庁舎の再整備によって約 5,000㎡増加しました。スポーツ施設は約 5,000

㎡減少していますが、令和 7年度に文化スポーツセンターの廃止に伴い、分類が変更とな

り、当該面積はその他行政施設に移行しています。教職員住宅は機能の廃止・解体によっ

て約 3,000㎡減少し分類が変更となり、当該面積はその他行政施設に移行しています。消

防施設は一部事務組合（草加八潮消防組合）に移管によって約 5,000㎡減少しました。 

 

（図表）２－４３ 施設分類ごとの延床面積の推移（単位：㎡） 

 平成 27年度 令和 7年度 差分 

庁舎等 9,248 14,176  4,928 

図書館 2,832 2,832  0 

博物館等 2,295 2,295  0 

文化施設 10,424 10,424  0 

集会施設 2,759 2,759  0 

スポーツ施設 9,905 5,606  ▲ 4,299 

保健施設 2,165 1,493  ▲ 672 

幼児・児童施設 1,689 1,150  ▲ 539 

幼保・こども園 4,188 2,484  ▲ 1,704 

学校 90,711 91,468  757 

高齢者福祉施設 5,118 5,118  0 

障がい者福祉施設 1,733 1,733  0 

公営住宅 7,714 6,064  ▲1,650  

職員住宅 803 0  ▲ 803 

教職員住宅 4,385 0 ▲ 4,385 

消防施設 5,121 0 ▲ 5,121 

その他行政施設 1,304 10,415 9,111 

その他教育施設 322 322 0 

合計 162,765 157,962 ▲4,756 
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第５節 公共施設等の更新費用 

本市が保有する公共施設等を対象とし、現在と同一の規模及び仕様（延床面積、構造、用

途等）で保持するものと仮定し、将来更新費用を試算します。 

公共施設等を標準耐用年数で建替えを実施する場合（以下「単純更新する場合」という。）

と、標準耐用年数での建替えを実施せず、長寿命化する場合を試算します。 

なお、社会情勢や人件費、材料費の高騰等により、実際にかかる経費とは異なる場合があ

ります。 

また、各図表の値は、小数点以下第 2位を四捨五入しているため、総数と内訳の合計が必

ずしも一致しない場合があります。 

 

（１）公共施設 

① 単純更新する場合 

＜試算の方法＞ 

種別 設定の根拠等 

更新 

 標準耐用年数経過後に、現在と同じ延床面積で建替えを実施するものとし

て設定します。 

 更新周期については、固定資産の構造別の標準耐用年数の到来後に建替

えを行うものとします。なお、令和7年度までに標準耐用年数が到来してい

るものについては、令和8年度に建替えを行うものと仮定します。 

 ㎡当たりの単価は、一般財団法人地域総合整備財団による「公共施設更新

費用試算ソフト」により設定されている単価に、周辺自治体も含めた公共施

設の更新実績及び令和7年12月までの物価上昇を考慮して算出した単価を

用います。 

 建替えにあたっては、仮設施設の建築は考慮しないものとします。 

改修 
 更新までは、点検等により把握した不具合など軽微な修繕のみを実施し、

大規模改修等は実施しないものとします。 

維持管理・ 

修繕費用 

 地方財政状況調査（決算統計）における「維持補修費」の過去3年間の平均

値が、今後も継続して発生するものと設定します。 
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（図表）２－４４ 建替えに要する単価 

（単位：円／㎡） 

区分 建替え 

市民文化系施設 740,000 

社会教育系施設 740,000 

産業系施設 740,000 

学校教育系施設 610,000 

保健・福祉施設 660,000 

子育て支援施設 830,000 

行政系施設 740,000 

公営住宅 520,000 

スポーツ・レクリエーション系施設 660,000 

 

（図表）２－４５ 更新周期 

構造 周期（年） 

鉄骨鉄筋コンクリート造 50 

鉄筋コンクリート造 50 

木造 22 

鉄骨造 34 

軽量鉄骨造 19 

 

（図表）２－４６ 建物の単純更新の実施サイクル 
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＜試算の結果＞ 

今後40年間で必要となる将来更新費用は、維持管理・修繕分で約36.0億円、更新分が

約1,050.9億円であり、総額では約1,086.9億円と試算されます。 

 

（図表）２－４７ 公共施設の将来更新費用（単純更新する場合）の試算結果  
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② 長寿命化する場合 

＜試算の方法＞ 

種別 設定の根拠等 

更新 

 標準耐用年数での建替え工事を実施せず、建物部位（屋根・外部）

及び設備の計画的な修繕や更新により建物の長寿命化を図ったう

えで、建替え工事を実施するものとして設定します。 

 目標使用年数（※）経過後に現在と同じ延床面積で更新すると仮定

し、延床面積に更新単価を乗じることにより、更新費用を試算しま

す。 

 目標使用年数は、公共施設の約半分を占める小中学校が80年で設定

されていることを踏まえて、鉄筋鉄骨コンクリート、鉄筋コンクリ

ート及び鉄骨造の施設は80年、軽量鉄骨造及び木造の施設は50年に

設定します。 

※目標使用年数の詳細については第３章第３節で後述 

 ㎡当たりの単価は、一般財団法人地域総合整備財団による「公共施

設更新費用試算ソフト」により設定されている単価に、周辺自治体

も含めた公共施設の更新実績及び令和7年12月までの物価上昇を考

慮して算出した単価を用います。 

 建替えにあたっては、仮設施設の建築は考慮しないものとします。 

改修 

 建物部位（屋根・外部）及び設備の計画的な修繕や更新により建物

の長寿命化を図ります。 

 建物部位（屋根・外部）及び設備について、部位・設備ごとの更新

単価に延床面積等を乗じることにより、更新費用を試算します。 

 設備・部位ごとの更新単価と更新周期については、「令和5年度版

建築物のライフサイクルコスト（一般社団法人建築保全センター編 

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」に物価変動等を考慮して設

定します。 

 改修にあたっては、仮設施設の建築は考慮しないものとします。 

維持管理・修繕費

用 

 地方財政状況調査（決算統計）における「維持補修費」の過去3年

間の平均値が、今後も継続して発生するものと設定します。 

 

（図表）２－４８ 建物の長寿命化更新の実施サイクル 
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（図表）２-４９ 更新単価 

(単位：円) 

 

 

（図表）２-５０ 更新周期 
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＜試算の結果＞ 

今後40年間で必要となる将来更新費用は、維持管理・修繕分で約36.0億円、改修分で

約421.9億円、更新分が約666.0億円で、総額では約1,123.9億円と試算されます。これを

１年あたりに単純平均すると約28.1億円となります。 

１年目から10年目までの10年間は、改修が中心となります。一方、31年目から40年目

令までの10年間は、更新が中心となります。最も費用が集中するのは、令和38年度で年

間約93.3億円と試算されます。 

 

（図表）２－５１ 公共施設の将来更新費用（長寿命化を実施する場合）の試算結果  
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（２）インフラ施設 

① 単純更新する場合 

＜試算の方法＞ 

種別 設定の根拠等 

道路 
 個別施設計画を反映させた場合に試算した将来更新費用と同額が発生

するものとします。 

橋りょう 
 個別施設計画を反映させた場合に試算した将来更新費用と同額が発生

するものとします。 

公園 
 個別施設計画を反映させた場合に試算した将来更新費用と同額が発生

するものとします。 

リサイクルプラザ 
 個別施設計画を反映させた場合に試算した将来更新費用と同額が発生

するものとします。 

上水道 
 八潮市水道事業ビジョン・経営戦略における法定耐用年数で更新した場

合の更新需要を用います。 

下水道 
 個別施設計画を反映させた場合に試算した将来更新費用と同額が発生

するものとします。 

共通 

 維持管理・修繕費用は、各インフラ系公共施設に対する地方財政状況調

査（決算統計）における「維持補修費」の過去3年間の平均値が、今後も継

続して発生するものと設定します。 
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＜試算の結果＞ 

インフラ施設の更新費用の総額は、今後40年間で792.4億円であり、1年あたりの平均

額では約19.8億円の更新費用が必要となります。期間別にみると、30年目までは10年ご

とに約200億円が発生する見込みです。 

 

（図表）２－５２ インフラ施設の将来更新費用（単純更新する場合）の試算結果 

 ※上水道の更新費用には、施設と管路を含む。 
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② 長寿命化する場合 

＜試算の方法＞ 

種別 設定の根拠等 

道路 

 八潮市舗装個別施設計画で試算した結果を使用しています。なお、八潮

市舗装個別施設計画の計画期間後については八潮市舗装個別施設計画

で試算した年間平均額が継続するものとして試算しています。 

橋りょう 

 八潮市橋梁長寿命化修繕計画で試算した結果を使用しています。なお、

八潮市橋梁長寿命化修繕計画の計画期間後については計画期間内の年

間費用平均額が継続するものとして試算しています。 

公園 

 八潮市公園遊具長寿命化計画の単年度あたりの概算費用を基に試算し

た結果を使用。なお、八潮市公園遊具長寿命化計画の計画期間後につい

ては八潮市公園遊具長寿命化計画の単年度あたりの概算費用を基に試

算した結果が継続するものして試算しています。 

リサイクルプラザ 
 八潮市リサイクルプラザ長寿命化等計画における延命化計画に基づき更

新した場合の概算費用を用います。 

上水道 
 八潮市水道事業ビジョン・経営戦略における更新基準年数で更新した場

合の更新需要を用います。 

下水道 

 ストックマネジメントで試算した結果を使用。なお、ストックマネジメントの計

画期間後についてはストックマネジメントで算定した最終年度の試算が継

続するものとして試算しています。 

共通 

 維持管理・修繕費用は、各インフラ系公共施設に対する地方財政状況調

査（決算統計）における「維持補修費」の過去3年間の平均値が、今後も継

続して発生するものと設定します。 
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＜試算の結果＞ 

今後40年間で必要となるインフラ施設の将来更新費用は、道路で約110.8億円、橋り

ょうで約4.9億円、公園で約36.7億円、上水道で約419.6億円、リサイクルプラザで約33.1

億円、下水道で約72.1億円であり、総額では約677.1億円と試算されます。これを1年あ

たりに単純平均すると約16.9億円の更新費用が必要となります。 

 

（図表）２－５３ インフラ施設の将来更新費用（長寿命化を実施する場合）の試算結果 

 

 

 

 ※上水道の更新費用には、施設と管路を含む。 
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第６節 長寿命化による効果額 

第５節を踏まえ、以下の方法で公共施設及びインフラ施設それぞれの長寿命化による効

果額を試算します。 

また、各図表の値は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、総数と内訳の合計が

必ずしも一致しない場合があります。 

試算の方法 

長寿命化の効果額＝長寿命化を実施する場合の将来更新費用－単純更新する場合の将来
更新費用 

 

＜試算の結果＞ 

今後40年間で必要となる将来更新費用は、長寿命化の取組みにより公共施設とインフ

ラ施設の合計で約78.4億円の効果額が見込まれます。 

公共施設については、長寿命化の取組みにより建替え時期が後ろ倒しとなって令和27

年度までの20年間で効果額が発生する一方で、令和28年度以降は長寿命化された施設の

建替え時期が到来することにより更新費用の増加が見込まれるため、長寿命化によって

ライフサイクルコストの縮減は図れるものの、40年間の総額では単純更新する場合の方

が有利な結果となります。 

インフラ施設については、水道事業の長寿命化の取組みにより令和37年度までの30年

間で効果額が発生することが見込まれます。 

 

（図表）２－５４ 長寿命化による効果額の試算結果 

 

  

R8～

R17

R18～

R27

R28～

R37

R38～

R47

R8～

R17

R18～

R27

R28～

R37

R38～

R47

公共施設 36.9 ▲ 460.2 ▲ 50.0 301.5 245.6 0.9 ▲ 46.0 ▲ 5.0 30.1 24.6

インフラ施設 ▲ 115.4 ▲ 17.7 ▲ 54.8 ▲ 60.1 17.2 ▲ 2.9 ▲ 1.8 ▲ 5.5 ▲ 6.0 1.7

合計 ▲ 78.4 ▲ 477.9 ▲ 104.8 241.4 262.9 ▲ 2.0 ▲ 47.8 ▲ 10.5 24.1 26.3

10年間ごとの年平均（億円）

効果額（長寿命化を実施する場合－単純更新する場合）

40年間の

総額

（億円）

10年間ごとの総額（億円）
年平均

（億円）
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第７節 中長期的な経費と財源の見込み 

（１）今後 10年間の見込み 

今後10年間（令和8～17年度）に生じる維持管理・更新等に係る経費の見込みや、それ

に対する財源の見込み等は下記図表のとおりです。 

公共施設とインフラ施設について長寿命化する場合の経費の総額は約362.8億円であ

り、単純更新する場合の経費の総額は約840.7億円であることから、長寿命化による効果

額は全体で約477.9億円となります。長寿命化を実施する場合、１年あたりの全体経費は

約36.3億円となります。現在要している経費は、約22.1億円であることから、今後は１

年あたり約14.2億円の経費の増加が見込まれることとなります。 

 

（図表）２－５５ 中長期的な経費と財源の見込（今後10年間） 

 

※１ 普通会計については、地方財政状況調査（決算統計）上の維持補修費及び普通建設事業費（単独事業費＋補助事

業費）の既存更新分を合算して試算しています。なお、普通建設事業費については新庁舎建設により一時的に令和

4、5 年度の普通建設事業費の金額が増大しているため、令和 6年度の金額を使用し、維持補修費は過去 3 年間（令

和 4 年度～令和 6 年度）における平均値を使用しています。 

公営事業会計については、地方公営企業決算状況調査（決算統計）上の修繕費及び建設改良費（改良に関するもの

のみ）の合計の過去 3年間（令和 4 年度～令和 6 年度）における平均値により試算しています。 

 

※２ 普通会計については、過去 3 年間（令和 4 年度～令和 6 年度）の地方財政状況調査（決算統計）上の維持補修費

及び普通建設事業費（単独事業費＋補助事業費）の財源の構成割合が継続するものとして試算しています。公営事

業会計については、「八潮市水道事業ビジョン・経営戦略」及び「ストックマネジメント」における修繕費及び建

設改良費の財源の構成割合を踏まえて試算しています。  

(単位：億円)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

将来更新費用

試算結果
（長寿命化）

将来更新費用

試算結果
（単純更新）

長寿命化による

効果額

（①－②）

将来更新費用

試算結果（年）

（①/10）

現在要している経費

（過去3年平均）

（※１）

増加する経費の

見込み額（年）

（④－⑤）

公共施設(a) 173.5 633.7 ▲ 460.2 17.4 7.3 10.1 国県等補助金 9.6

インフラ施設(b) 43.9 43.9 0.0 4.4 5.1 ▲ 0.7 地方債 120.5

その他 87.3

計 217.4

公共施設(a) - - - - - - 国県等補助金 15.9

インフラ施設(b) 145.4 163.1 ▲ 17.7 14.5 9.7 4.8 地方債 32.5

その他 97.0

計 145.4

173.5 633.7 ▲ 460.2 17.4 7.3 10.1

189.3 207.0 ▲ 17.7 18.9 14.8 4.1
合計(a+b+c+d) 362.8 840.7 ▲ 477.9 36.3 22.1 14.2

0

インフラ施設計(b+d)

362.8

14.5 9.7 4.8

公共施設計(a+c)

公営

事業

会計

計(ｃ+ｄ) 145.4 163.1 ▲ 17.7

⑦

財源見込
（※２）

普通

会計

計(a+b) 217.4 677.6 ▲ 460.2 21.7 12.4 9.3

長寿命化による

全体効果額

１年あたりの

全体経費

年間の増加

見込み額
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（２）今後 40年間の見込み 

今後40年間（令和8～47年度）に生じる維持管理・更新等に係る経費の見込み等は下記

図表のとおりです。 

公共施設とインフラ施設について長寿命化を実施する場合の経費の総額は約1,800.9

億円であり、単純更新する場合の経費の総額は約1,879.3億円であることから、普通会計

及び公営事業会計全体の長寿命化による効果額は全体で約78.4億円となります。長寿命

化を実施する場合、１年あたりの全体経費は約45.0億円となります。現在要している経

費は、約22.1億円であることから、今後は１年あたり約22.9億円の経費の増加が見込ま

れることとなります。 

 

（図表）２－５６ 中長期的な経費の見込み（今後40年間）  

 

 

 

 

  

(単位：億円)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

将来更新費用

試算結果
（長寿命化）

将来更新費用

試算結果
（単純更新）

長寿命化による

効果額

（①－②）

将来更新費用

試算結果（年）

（①/40）

現在要している経費

（過去3年平均）

増加する経費の

見込み額（年）

（④－⑤）

公共施設(a) 1,123.9 1,086.9 37.0 28.1 7.3 20.8
インフラ施設(b) 185.4 185.4 0.0 4.6 5.1 ▲ 0.5

公共施設(a) - - - - - -
インフラ施設(b) 491.6 607.0 ▲ 115.4 12.3 9.7 2.6

1,123.9 1,086.9 37.0 28.1 7.3 20.8

677.0 792.4 ▲ 115.4 16.9 14.8 2.1
合計(a+b+c+d) 1,800.9 1,879.3 ▲ 78.4 45.0 22.1 22.9

2.6

公共施設計(a+c)

インフラ施設計(b+d)

32.7 12.4 20.3

公営

事業

会計

計(ｃ+ｄ) 491.6 607.0 ▲ 115.4 12.3 9.7

37.0

普通

会計

計(a+b) 1,309.3 1,272.3

長寿命化による

全体効果額

１年あたりの

全体経費

年間の増加

見込み額
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第８節 公共施設等の抱える課題 

（１）人口に関する課題 

第６次八潮市総合計画における将来推計では、本市の人口は、今後も増加傾向で推移し、

令和 21年に 10万人を超え、令和 30 年をピークに、以降、緩やかに減少していく見通し

となっています。年齢別の人口構成（令和 7 年 1 月 1 日現在）では、15 歳未満の人口が

11.5％、15歳から 64 歳までの人口が 66.2％、65歳以上の人口が 22.3％となっており、65

歳以上の人口比率は平成 17年調査時の 13.5％から大幅に上昇しています。 

今後、人口や年齢構成の変化によっては、公共施設の需要と供給のバランスが変化して

いくことが予測されます。高齢者の増加に伴い高齢者福祉施設の需要が高まると思われる

一方で、長期的には、高齢者も減少に転じると予測されることから、施設整備においては

双方の観点に留意して整備方針を決定する必要があります。 

また、今後の本市の各施策や周辺環境の変化などによっても、年齢構成に変化が生じる

と考えられるため、その時々の人口の動向を把握した上で、柔軟に対応していくことも重

要です。 

 

（２）公共施設等の老朽化に関する課題 

本市の有形固定資産減価償却率は、令和 5年度の時点で 83.5％であり、類似団体平均の

64.1%や埼玉県内市町村平均の 65.8%と比べて高くなっています。これは、本市は他自治体

よりも有形固定資産の老朽化が進んでいることを示しており、老朽化が進んでいる施設に

ついては、施設や機能の必要性の精査を行ったうえで、今後のあり方を検討していく必要

があります。 

 

（３）公共施設等に関する中長期的な経費と財源に関する課題 

施設全体（普通会計及び公営事業会計）の長寿命化を実施する場合における今後 40年

間の維持管理・修繕、改修、更新等に係る経費の見込みを試算すると、その総額は約

1,800.9億円となり、年間約 45.0億円を要する見込みです。長寿命化を実施することで、

今後 10年間では約 477.9億円、今後 40年間では約 78.4億円の経費の削減効果が見込ま

れているものの、令和 31年度から令和 41年度までは、小学校や中学校などの改修・更新

時期が集中することが予想され、特に令和 38年度は普通会計の公共施設のみで約 92.4億

円を要する見込みです。 

現在要している経費と、長寿命化を実施する場合における今後の 40年間の経費の見込

みを比べた場合、公共施設についてはこれまでの約 3.8倍程度、インフラ施設については

これまでの約 1.1倍程度の支出が必要となります。加えて、近年の物価高を踏まえれば、

現有施設を維持することは、財政負担の観点で困難であると考えられます。こうしたこと

から、本市としては、人口の推移、施設の利用状況及び社会情勢の変化を適切に把握した
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うえで、施設の長寿命化改修・更新に際しては、統廃合、複合化及び機能の見直しを積極

的に検討し、持続可能で安定的な財政運営につなげていく必要があります。 

 

（４）将来のまちづくり等のための施設整備に関する課題 

前述の課題に対応するために現有施設の集約化・複合化を進める一方で、市内外の方々

に八潮市を選択していただくための取組みの一つとして、将来のまちづくりや新たな市民

ニーズに対応するための施設を整備することも重要です。 

 本計画の見直し時点において、本市は各種事業を進めていますが、特に大きな事業とし

て以下のものが挙げられます。 

 

①  本庁舎及び周辺施設の整備（シビックセンターの形成） 

② 学校給食センターの新設 

③ 北部拠点の形成 

※ 事業概要は次ページ以降を参照のこと 

 

また、これらの事業については、民間事業者との連携について検討を進めます。シビック

センターについては、施設完成後の管理運営で、給食センター及び北部拠点については、施

設整備や管理運営等での連携が考えられます。官民連携によって、民間ノウハウを活用した

コスト削減や、行政サービスの充実等を達成できる可能性があり、限られた財源で最大限の

成果を果たすための方策を検討します。 
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① 本庁舎及び周辺施設の整備（シビックセンターの形成）  

市の都市計画マスタープランでは、公共施設の配置に関する取組の基本的な考え方とし

て、八潮駅周辺及び市役所周辺を都市核として分類し、拠点の形成を図るものとしています。 

市全体の都市機能が集約し、都市活動の中心となるシビックセンターを形成するため、賑

わい創出に向けた施設管理運営について検討します。八潮メセナや八潮中央公園との連携

を図ることにより、人々が集い、賑わいを創出する拠点整備の取り組みを進めていきます。 

 

② 学校給食センターの新設 

市は令和 6年 2月に策定した「八潮市学校給食ビジョン」に基づき、公設給食センター方

式への移行および複数の共同調理場の設置を目指しており、令和 8 年 2 月に「八潮市公設

給食センター設置に向けた基本方針」を策定しました。この基本方針に基づき、次の段階で

ある「基本構想・基本計画」の策定に取り組みを進めていきます。 

 

③ 北部拠点の形成 

市は現在、民間事業者と連携し、市の北部地区を対象に産業拠点の形成を進めています。

本事業では、東日本高速道路㈱が整備を進める（仮称）外環八潮パーキングエリアに接続す

る（仮称）外環八潮スマートインターチェンジや周辺道路施設等の交通インフラを整備する

とともに、良好な交通アクセスを活かすべく、産業施設の立地誘導や道の駅の整備に向けた

検討などを進めており、今後はこれらのまちづくりと併せ、地区内に立地している公共施設

の取扱いについても検討を進める必要があります。 
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第３章 公共施設及びインフラ資産の総合的かつ計画的な管理に関する基本的

な方針 

第１節 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 

公共施設等に関わる本市の課題と本計画策定時の市民の意向等を踏まえ、将来にわたり

持続可能な行政サービスの提供と安定的な財政運営の両立を図ることができるよう、本市

の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針として、次の 4 つの方針を掲げ

ます。 

 

 

＜ハコモノにかかる基本方針＞ 

【基本方針１】 

公共施設の「量」の適正化 

全体としては公共施設の総量を適正化します。ただし、全ての公共施設について削

減ありきではなく、市民ニーズに応じたメリハリのある総量適正化を図ります。 

 

【基本方針２】 

「公共サービス」の内容の見直し 

公共サービスの内容の在り方を見直します。まず市民ニーズに合致した公共サービ

ス(ソフト)の内容を明確にしたうえで、当該サービスを提供するために必要な公共施設

（ハード）を整備します。 

 

【基本方針３】 

「全体最適」の視点に基づく公共施設の再配置 

公共施設の配置は全体最適の視点に基づくものとします。各公共施設が主にサー

ビスを提供する市内のエリアを「公共施設のサービス圏域」と捉え、適切なサービス圏

域の設定に基づいた配置計画を構築します。 

 

＜インフラにかかる基本方針＞ 

【基本方針４】 

安全・快適に利用できる環境の確保 

インフラ資産については、利用者の安全性の確保、安定した供給が重要であること

から、予防保全の考え方に基づくファシリティマネジメントを徹底するとともに、計画的な

維持修繕による長寿命化などにより、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 
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（１）公共施設の「量」の適正化（基本方針１） 

人口規模及び人口構造の変化が見込まれる中、公共サービスの需要と供給のバランスは

変化していくものと考えられることから、現在の公共施設の利用状況に加えて将来のサー

ビス需要を見極めた上で、公共施設に求められる規模・機能の見直しを図ることが必要です。 

また、本市の現在要している経費と長寿命化を実施する場合における今後 40年間の経

費の見込みを比べた場合、これまでの約 1.9倍程度の支出が必要となることから、現在保

有する公共施設の全てについて更新し、維持管理を行っていくための財源を確保すること

はさらに厳しくなると考えられます。なお、近年では工事費の上昇が続いており、公共施

設の更新や維持管理の財源の確保はさらに難しくなるものと見込まれています。 

そこで、公共施設の更新に当たっては、社会環境や公共サービスの需要の変化への対応や、

今後の人口予測や財政状況を把握し、総合的な判断のもと、施設更新の優先順位付けを行っ

たうえで、公共施設の規模を縮小することを基本とするとともに、他の公共施設との集約

化・複合化等も併せて検討し、公共施設の総量の適正化を図ります。 

特に、公共施設総面積の約半数を占める学校施設については、建築後 40年を経過する施

設が多くみられ、一斉に更新が必要な時期を迎えることになります。  

このような状況の中で、多くの公共施設を維持しながら、時代に即した施設環境を提供し

続けていくためには、公共施設の規模の適正化や他施設との複合化について部局横断的に

取り組んで行くことが必要です。  

また、地域によって人口の動態や、施設の利用状況に開きが見受けられる中、各施設はそ

れぞれ特定の設置目的に基づいて利用されています。設置目的別に利用対象者を限定した

施設のあり方を見直すことにより、様々な目的を持ち、世代を超えた活用がなされ、将来的

な人口動態の変化にも対応し得る施設へ再編していくことで公共施設の総量の適正化及び

適正配置を推進します。 
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（２）「公共サービス」の内容の見直し（基本方針２） 

令和 7年度に実施した市民意識調査では、平成 27年度調査と比べて公共施設の利用が低

下傾向であることが明らかになりました。これには、いくつかの要因があると考えられます

が、特に令和元年から発生した新型コロナウイルス感染症の蔓延とデジタル技術の進展が

大きく影響しているものと考えられます。コロナ禍では、人々は公共の場での活動を制限さ

れ、安全を考慮して外出を控える傾向が強まりました。この結果、公共施設の利用が一時的

に減少し、その習慣が長期化したことにより、利用者が別の手段や活動にシフトする契機と

なりました。例えば、オンラインを活用した WEB会議や講習等の普及により、物理的な施設

への依存が減少しました。 

また、デジタル技術の進展も利用状況に影響を与えています。近年、デジタル化が加速し、

多くのサービスがオンラインで提供されるようになりました。これにより、図書館や会議室、

イベントスペースなど、従来の公共施設の役割が変化し、物理的な訪問が必須でなくなって

きています。例えば行政サービスにおいては、一部の行政書類がマイナンバーカードを利用

したコンビニ交付により行政窓口を直接訪問せずに受け取ることが可能となりました。こ

れらの変化に対応し、公共施設も新たな価値を提供するためにサービス内容を見直す必要

があります。 

公共施設のサービスの質を向上させるためには、市民との協働や官民連携が重要です。市

民参加型のアプローチを通じて、利用者の声を直接反映させることで、施設がより市民にと

って魅力的で利用しやすいものとなります。また、官民連携により、民間企業の持つノウハ

ウや最新技術を活用し、新しいサービスの開発や運営の効率化を図ることが可能です。これ

により、公共施設はより多様なニーズに応えることができ、結果として利用率の向上が期待

されます。 

公共施設のサービス内容を見直すことは、利用者の多様化するニーズに応えていくため

の重要なプロセスです。そして、協働や官民連携を積極的に進めることで、地域社会全体の

活性化を図り、持続可能な公共サービスの提供を実現することが期待されます。現在の公共

サービスの提供の継続を前提とするのではなく、利用状況や社会情勢等の変化から今後必

要とされる公共サービスが何であるかを検討し、その結果を踏まえて公共施設の更新の要

否や今後のサービスの内容の見直しを判断します。 
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（３）「全体最適」の視点に基づく公共施設の再配置（基本方針３） 

①「公共施設のサービス圏域」に関する基本的な考え方 

サービス圏域とは、公共交通や福祉サービスにおいて用いられる概念で、ある公共サー

ビスが提供されるエリアを指すものです。例えば、ある路線バスのサービス圏域は、当該

バスが停車するバス停の数百メートル圏内、といった定義がなされます。  

これを公共施設に当てはめた場合、例えば小学校や中学校のサービス圏域は「学区」が

それに当たります。また、本市においては、市庁舎は 1箇所に整備されているためサービ

ス圏域は基本的には市域全体といえますが、証明書発行機能など多くの市民に利用される

窓口サービスについては、同機能を持つ駅前出張所を設置しているため、サービス圏域は

２～３km 程度となります。 

公共施設のサービス圏域は、その公共施設で提供される公共サービスに対して利用者の

快適なアクセス性が確保され得るかどうかを主眼において定めます。アクセス性は、以下

に示すように、利用者、アクセス手段、利用頻度の 3つの視点から捉えられます。 

 

（図表）３－１ アクセス性を捉える 3つの視点 

 

 

上記 3つの視点に基づく施設種類ごとの分析と、サービス圏域に関する基本的な考え方

を以下に示します。 

 

利用者が限定されず利用頻度が高い施設：交通手段は様々ですが、駅前等、多くの市民に

とってのアクセス性を考慮した立地とすることにより、原則として市域全体をサービス圏

域とします。  

利用者が属性に限定され利用頻度が高い施設：主なアクセス手段が送迎バスや自家用車で

あることを考慮すると、適切なサービス量を確保できる場合は、原則として市域全体をサ

ービス圏域とします。  

利用者が地域に限定され利用頻度が高い施設：地域ごとの施設設置が必要です。学校等と

の施設複合化の可能性も検討します。 

利用頻度が低い施設又は市民の利用が少ない施設：主な利用者である職員の業務効率性を

考慮しつつ、原則として市域全体をサービス圏域とします。 
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（図表）３－２ 施設種類ごとのサービス圏域に関する基本的な考え方 

 

 

アクセス性を確保するには、公共施設を整備することのほか、公共交通機関の利用促

進、十分な規模の駐車場整備、出張所機能の充実等、様々な施策が考えられます。また、

施設の立地条件（駅前、市中心部、市周縁部等）によってもアクセス性は異なります。本

市の市域規模や公共施設の総量を適正化する必要があることを踏まえると、原則としてサ

ービス圏域は現状と同等ないしは広くしたうえで、アクセス性確保の施策を展開すること

により、サービス内容の維持・向上と公共施設の整備費・維持管理費削減の両立を図りま

す。 

 また、「利用者が限定されず利用頻度が高い施設」、「利用者が属性に限定され利用頻度

が高い施設」及び「利用頻度が低い施設または市民の利用が少ない施設」については、サ

ービス圏域が市域全体であることから、同種の施設を複数設置している場合には、将来的

に集約化・複合化を行うことを基本とします。 

 ただし、同種の施設があるものの、更新時期が大きく異なることで集約化等による経費

削減効果が見込めない（不経済となってしまう）場合や、集約化等が可能な適地が確保で

きない場合など、何らかの事情によって集約化等が実現困難となる場合も考えられるとこ

ろであり、最終的には個別の事情に即して検討し、それぞれの整備方針を定める必要があ

ります。 
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② 公共施設の配置に関する取組の基本的な考え方 

公共施設の配置に関する取組の基本的な考えとして、上述のサービス圏域に基づき地域

ごとに配置する施設と市域全体を対象として配置する施設に区分して公共施設を配置しま

す。地域の範囲は、歴史的な 3地域（八條地域、潮止地域、八幡地域）を前提としつつ、

つくばエクスプレス開通以降の都市構造の変化と人口動態に合わせた公共施設の配置を行

うものとします。 

本市の将来的な都市構造を踏まえ、本市都市計画マスタープランにおける「都市核」の

機能を強化するため、サービス圏域を市域全体とする公共施設については、原則として都

市核である八潮駅周辺と現庁舎周辺や地域核である北部・東部・西部の各拠点を中心に配

置することを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

歴史的な 3地域（八條地域、潮止地域、八幡地域）構造は 
尊重しつつ、つくばエクスプレス開通以降の都市構造の 
変化と人口動態に合わせた公共施設の配置を行う。 

公共施設の配置に関する取組の基本的な考え方 

サービス圏域を市域全体とする公共施設については、原則
として八潮駅周辺と現庁舎周辺や北部・東部・西部の各拠
点への配置を行う。 
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（４）安全・快適に利用できる環境の確保（基本方針４） 

令和 7 年度に実施した市民意識調査では、市民の安全への関心が高まっていることが明

らかになりました。インフラ資産は、市民の安全・安心を第一に、限りある予算の中で優先

順位をつけながらファシリティマネジメントを推進します。本市においては、以下の種類の

インフラ資産があります。また、その他用水・排水路についても適切なマネジメントを進め

ます。インフラ資産については、種類ごとに大きく性質が異なることから、それぞれの性質

に応じた適切なファシリティマネジメントを進めます。 

 

（図表）３－３ 対象とするインフラ資産 
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第２節 基本方針に基づく今後の推進方策 

（１）更新・統廃合、総量適正化の推進 

①推進プロセス 

公共施設の更新・統廃合、総量適正化は以下のプロセスに基づき推進します。 

 

 

 

ステップ１ 公共サービス内容の検討  

公共施設の更新・統廃合、総量適正化を進めるにあたっては、公共施設で提供されるべき

「公共サービスの内容」を明らかにします。財政的な制約を踏まえると総量の適正化は必須

ですが、統廃合や施設面積の削減ありきではなく、社会情勢や市民ニーズを十分に見極めた

うえで、提供されるべき公共サービスの内容を検証します。  

 

ステップ２ 公共施設の要否の検討  

公共サービスの提供のために、それぞれの公共施設が必要かどうかを検証します。 

必要と判断される場合は施設整備の具体内容の検討（ステップ３）に進みます。一方、必

ずしも公共施設の整備が必要ないと判断される場合は、当該施設の統廃合及び余剰資産の

活用の検討（ステップ５）を行います。今後の財政負担を勘案すると、新たな施設整備はニ

ーズを十分に見極めた上で慎重に判断する必要があります。また、施設の統廃合は、従前の

利用者にとっては大きな変化を伴うため、地域住民との合意形成を丁寧に進めます。 
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ステップ３ 公共施設の整備内容の検討  

公共サービスの提供のために必要と判断された公共施設については、その整備内容を検

討します。中長期的な市民ニーズやライフサイクルコスト（※）の縮減を念頭に、適切な機

能、部屋、規模、配置を検討します。  

※ 建物の計画・設計・施工から、その建物の維持管理、最終的な解体・廃棄までに要する費用の総額 

 

ステップ４ 公共施設の整備・維持管理・運営に係る事業手法の検討  

公共施設の整備・維持管理・運営における、サービス内容の質向上や財政負担の軽減等の

視点に基づき、最適な事業手法を検討します。PPP／PFI（※）を積極的に導入します。 

※ Public Private Partnership / Private Finance Initiative 

 

ステップ５ 公共施設の統廃合と余剰資産の活用方策の検討  

統合や廃止によって生じる余剰資産の売却、及び有効利用等を適切に判断するとともに、

余剰資産の有効利用にあたっては、民間のノウハウを取り入れて効率性、効果性を十分に発

揮できる手法で取り組みます。 
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②統合、廃止、整備に関する基本的な考え方 

本市の公共施設の現状と課題、及びサービス内容の課題を踏まえ、公共施設の統合、廃

止、整備を以下に示す基本的な考え方に基づき実施します。 

 

ステップ１ 公共サービス内容の検討－課題の洗い出しと市民ニーズに応じた公共サービス内容

の検証  

公共施設で提供される公共サービスの内容については、まず当該公共施設が設置された

経緯や整備時の配置、規模設定の考え方を確認します。さらに下表に示すように、現在の

サービス内容が市民ニーズに合致しているか、他施設におけるサービスの重複は無いか、

民間事業によるサービスの代替可能性は無いか、などの視点から課題を整理します。 

 

（図表）３－４ サービス内容の課題検討における視点 

 

上記の課題を踏まえ、それぞれの公共施設の設置目的や、現在及び将来の市民ニーズに基

づき、本来提供すべき公共サービスのあり方を検証します。  
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ステップ２ 公共施設の要否の検討－多様なサービス提供方法の可能性を探究 

ステップ１で検討する公共サービス内容の最適な提供方法を検討します。サービスの提

供方法には以下のようなものが想定されます。  

① 公共サービスの提供のために特定の公共施設を整備することの必要性  

② 新たに公共施設を整備することなく、その他の公共施設を利用したうえでソフト事業の

充実を図る可能性  

③ 施設を統廃合したうえで、利用利便性を高めるサービスを新たに提供することでサービ

スの質を維持・向上する可能性  

④ 民間事業者がサービスを提供する可能性などを広範かつ柔軟に検討し、公共施設の要否

を判断します。 

 

（図表）３－５ サービス提供方法の考え方 
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ステップ３ 公共施設の整備内容の検討－利用実態に即した公共施設機能の見直し、及びサー

ビスの質向上と施設規模の合理化を両立する施設の複合化  

公共施設の整備が必要と判断された場合は、施設機能に関する定性的な分析に加えて、

公共施設を構成する各室の利用率や、将来的に想定される利用人数等など、定量的な分析

を行ったうえで、想定される中長期的な市民ニーズに応じた施設規模と配置を検討しま

す。  

また、公共施設の設置目的と利用実態の整合性について状況を把握することで、公共施

設の機能を利用者目線（＝市民の視点）で捉えなおします。異なる分野の公共施設であっ

ても、利用者にとって類似した機能は、全市的かつ施設横断的に捉え、適切な規模と配置

を検討するとともに、利用実態に応じた施設運営を実施します。 

 

（図表）３－６ 類似機能に関する考え方 

 

 

さらに公共施設の複合化を推進することで、異なる分野の公共サービスの相乗効果を高

め、サービスの質を高めます。公共施設の複合化は以下に示すような視点に基づき検討し

ます。  

① 主たる利用者の類似性（例：子どもが使う施設同士の複合化）  

② 主たる利用者の相互補完性（例：子ども向け施設と高齢者向け施設の複合化）  

③ 提供されるサービスの類似性（例：市民活動の場を提供する施設同士の複合化）  

施設の複合化は、施設規模の合理化や、維持管理運営業務の効率化を図ることも念頭に

おいて実施することにより、サービスの質向上と公共施設の総量削減及びライフサイクル

コストの縮減を両立します。  

 

ステップ４ 公共施設の整備・維持管理・運営に係る事業手法の検討－環境の変化に柔軟に対応

しＶＦＭを発現する事業手法の導入  

事業手法の検討においては、施設整備、維持管理、運営に係る期間を事業期間と捉えま

す。そしてその事業期間中に、求められるサービス水準を最も低い財政負担で実現可能な
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手法、または同一の財政負担の中で最も高いサービス水準を実現可能な手法、いわゆる 

VFM※（Value For Money）が最も発現する手法を採用します。PPP／PFI を積極的に推進

し、民間の資金調達力やノウハウを最大限に活かして事業を実施します。 

また、本市は人口増加傾向にありますが、将来的には人口減少や高齢化が予想されるた

め、公共サービスに対するニーズの量や質が大きく変動する可能性があります。したがっ

て公共施設の整備にあたっては、施設の耐用年数の適切な設定、将来的な用途転用の可能

性、民間施設の賃借可能性などを検討し、今後本市が直面することが予想される環境の変

化に柔軟に対応できる手法を採用します。 

 

（図表）３－７ VFMの考え方

 

 

ステップ５ 公共施設の統廃合と余剰資産の活用方策の検討－民間活力を活用した余剰資産の

オープン・リノベーション（再生価値向上）  

公共施設の統廃合の結果生じる余剰資産については、民間事業者に広く公開し、民間の

資金調達やノウハウを導入して有効活用を図る「オープン・リノベーション（再生価値向

上）」を推進します。余剰資産のうち公共施設については、耐震性や劣化状況を調査した

上で、民間のノウハウを活かした施設改修による施設転用の可能性を検討します。公有地

については、土地の市場価値に即した有効活用を推進します。いずれの場合も民間がノウ

ハウを有する不動産活用事業であるため、民間事業者との対話を重視し、最も効果的かつ

効率的な事業内容を構築します。  

また、全市的なまちづくり方針との一体性を十分に考慮して、余剰資産の活用方針を決

定します。個別最適の視点に基づく財政負担の軽減のみを目的にした余剰資産の活用は、

個別ばらばらで一貫性のない都市環境を形成します。全体最適の視点に基づき、全市的な

まちづくりの中で当該余剰資産を戦略的に位置づけ、その活用方針を導きます。 
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（図表）３－８ オープン・リノベーションの考え方 

 

 

※コストセンター：民間企業では直接的に利益を生み出さない間接部門をいい、市では住民の福祉の増進

に直接的には寄与しない間接部門をいいます。 

※プロフィットセンター：民間企業では直接的に利益を生み出す部門をいい、市では住民の福祉の増進に

直接的に寄与する部門をいいます。なお、市においては業務改善や効率化によって財政の健全化や住民

満足度向上に寄与することも含みます。 
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（２）維持管理の適正化の推進 

①公共施設のファシリティマネジメントの推進 

公共施設のファシリティマネジメントは、公共施設について、基本方針での「公共施設の

質の見直し」、「公共サービス」の内容の見直し」の視点から、以下の方針に基づき推進しま

す。また、統合・廃止する施設についても、施設が利用されている期間は同様の方針でファ

シリティマネジメントを進めます。 

 

（図表）３－９ ファシリティマネジメントのフローと効果 

 

 

本市の公共施設の多くは老朽化が進んでおり、耐震補強が行われていない施設が一部存

在します。 

しかし、財政上の制約から一度に全ての課題に対応することは困難であることから、施

設や部位の優先順位を定め、それに基づき①点検・診断、②維持管理・修繕・更新を進め

ます。  

また、本市の公共施設の 60％以上が旧耐震基準の施設であり、維持管理・修繕・更新の

中でも③耐震化を特に重視します。さらに、市民の安全・安心の視点及び持続可能な公共

施設マネジメントの視点から、施設の④安全性の確保と⑤長寿命化を目標として、ファシ

リティマネジメントを推進します。  

なお、上記のようにファシリティマネジメントを推進するにあたっては、下記の通り２

つの視点から優先順位を定めることとします。 

 

１）市民の安全・安心の確保 

市民の安全・安心の確保という視点から、公共施設については、当該施設における行政

サービスの停止が、全市的な市民生活の安全・安心に甚大な被害を与える可能性がある施

設を優先します。例えば、災害時に拠点となる市庁舎、消防署等の施設、避難場所となる

学校や集会施設等が該当施設として想定されます。  
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部位については、当該部位・設備の劣化や不具合が、利用者や職員の身体・生命に危険

を及ぼす可能性がある部位を優先します。例えば、建物の構造体や避難設備、防災設備等

が該当部位として想定されます。また、東日本大震災で危険性が明らかになった天井、設

備の落下、外壁の剥落等への対策も必要性を十分に検討します。  

 

２）行政サービスの継続的かつ安定した提供 

行政サービスの継続的かつ安定した提供という視点から、公共施設については、当該施

設における行政サービスが停止した際に、施設利用の代替性が低い施設を優先します。ま

た、部位については、当該部位・設備に不具合が発生した場合に、施設の利用ができず、

行政サービスが停止される可能性がある部位を優先します。 

 

（図表）３－１０ 公共施設の優先順位の判断基準 
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②インフラ資産のファシリティマネジメントの推進 

インフラ資産については、公共施設と同様に下記のとおりファシリティマネジメントの

フローとファシリティマネジメントによる効果（目標）に区分して方針を定めます。  

 

（図表）３－１１ ファシリティマネジメントのフローと効果 

 

 

既に長寿命化計画を策定しているインフラ資産については、長寿命化計画の進捗管理を

適切に実施します。 

また、ファシリティマネジメントのフローにおける優先順位については、①市民の安全・

安心の確保と、②行政サービスの継続的かつ安定した提供の２つの視点から優先順位を定

めます。まず、サービスの代替ができない上下水道に関する施設について優先的に実施する

とともに、上下水道管においては、機能停止時に影響の大きい主管等を優先します。また、

市民の安全・安心の確保の視点から、道路・橋りょうを優先します。特に路線の重要度が高

い１級市道、2級市道及び緊急輸送道路※への接続道路等を優先します。 

これら以外についても、利用者の安全性、サービスの安定した供給・処理に直ちに影響が

ある施設、部位については、優先的に点検・診断、及び維持管理・修繕・更新を進めます。

その上で、利用者の快適性や利便性が求められる設備・部位についても順次進めます。 

※緊急輸送道路：災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通

行を確保すべき重要な路線のことで、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する基幹的な道路

を指します。 

（図表）３－１２ インフラの優先順位の判断基準 
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（３）PPP/PFIの活用の推進 

公共施設の更新においては、積極的に PPP/PFI を導入します。また、事業の実施に際し

ては、民間事業者との対話を重視し、最も効果的かつ効率的な事業内容を構築します。 

 

① PPP/PFIの活用において重視する視点 

PPP/PFIを活用する際は以下の 4つの視点を重視します。 

 

１）利用者等への公共サービス水準の向上 

事業実施に際して民間事業者の経営上のノウハウや技術的能力が発揮されるとともに、

事業全体のリスク管理が公民によって適切に管理されることによって、質の高い公共サー

ビスが提供されることを目的として、PPP/PFIを活用します。 

 

２）VFM（Value For Money）の確保 

性能発注による民間事業者のノウハウの活用や設計・建設・維持管理・運営の一括 発注

によって、長期的視野でのコスト削減と定性的な価値向上による VFMを確保します。 

 

３）まちづくりや地元経済活性化への貢献 

可能な限り地元企業等が施設の整備・維持管理・運営に参画可能な PPP/PFIスキームを構

築することにより、従来、市が実施してきた公共サービスの開放が地元企業等に対して新た

な事業機会をもたらし、地域経済の活性化に貢献することを目指します。 

地元企業の活用は、地域特性を十分に把握した適切なサービスが期待できる、災害時等の

迅速な対応が期待できる等のメリットもあります。 

また、一部の機能に地域住民や地元自治会・町会の参画を促す等、周辺地域を含めたまち

づくりの活性化の促進に、民間活力の活用が寄与する仕組みの構築を図ります。 

 

４）公平性・透明性・競争性の確保 

事業者の選定にあたって公平性・透明性・競争性を確保するために、設計、施工、維持管

理、運営の各段階への参入意欲を示す事業者が市場に複数存在することを検証するととも

に、公平かつ透明な手続きや選定基準・審査によって事業者を選定できる 事業手法を選択

します。また、事業者の選定に際しては、VFMの確保や競争性を確保するために、コスト削

減だけでなく、サービスの質や量、環境への配慮などを含めた総合的な要素での評価を実施

します。 

 

② 売却及び貸付の可能性の検討 

余剰の公有地の活用においては、売却及び貸付の可能性を検討します。いずれの場合も、

当該地及び周辺地域の目指す将来像を十分に検討したうえで、民間事業者との対話及び事
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業実施を推進します。また、余剰の公共施設の活用においては、当該建物の売却及び貸付の

可能性を検討します。 

 

１）公有地の売却 

公有地を売却する場合は、当該地の所有を手放すことの是非を慎重に検討します。売却後

に想定される民間開発、地域住民への影響、将来的に当該地を公共的な用途として活用する

可能性の有無、財政への影響等を総合的に判断し、地域住民との丁寧な合意形成の下に事業

を実施します。 

 

２）公有地の貸付 

売却が望ましくないと判断される場合は、公有地に定期借地権を設定し、一定期間、民間

事業者等に貸付を行う可能性を検討します。定期借地権においては、地域特性や事業特性に

応じて最適な手法を選択します。また、定期借地事業において整備される施設の一部を賃貸

借または買取ることによって、当該地において継続的に公共サービスを提供することも検

討します。 

 

（図表）３－１３ 定期借地事業の事業スキーム

 

 

３）公共施設の売却 

今後も利用が可能であり、かつ他の公共施設への転用予定のない公共施設については、

当該施設の所有を手放すことの是非を慎重に検討した上で、民間事業者への売却の可能性

を検討します。施設の耐震性能や劣化状況等を十分に調査・把握したうえで事業を実施し

ます。 

事業内容については、民間事業者の意向を尊重するとともに、地元企業との連携や地域
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住民への価値提供を念頭に置くことで、施設の維持管理に係る財政負担の軽減、サービス

の質向上、地域経営の推進を両立させ、公共施設の有効活用を通じた地域の魅力向上を図

ります。  

 

４）公共施設の貸付 

公共施設の売却の検討で市が所有を継続したほうが良いと判断された公共施設について

は、民間事業者への貸付の可能性を検討します。３）公共施設の売却の場合と同様、施設

の耐震性能や劣化状況等を十分に調査・把握したうえで事業を実施します。  

事業内容については、民間事業者の意向を尊重するとともに、地元企業との連携や地域

住民への価値提供を念頭に置くことで、施設の維持管理に係る財政負担の軽減、サービス

の質向上、地域経営の推進を両立させ、公共施設の有効活用を通じた地域の魅力向上を図

ります。 

 

③ 公共施設の更新における PPP/PFIの活用 

公共施設の更新においては、PFI、DBO（Design-Build-Operate）、定期借地、負担付き

寄附、リース等の可能性を検討します。事業特性と民間事業者の参画意向を踏まえ、最も

VFMが発現する手法を採用します。 

 

④ インフラ資産の維持管理における PPP/PFIの活用 

インフラ資産の維持管理については、インフラ種類ごとの維持管理委託に加えて、異な

る種類のインフラに係る包括的維持管理委託の可能性を検討します。道路、都市公園、下

水道管、上水道管等のインフラ資産を一体的かつ長期的に維持管理することによる維持管

理費の削減可能性を検討するとともに、地域維持型 JV※の活用など、地域事業者との連携

可能性を探ります。 

※地域維持型 JV：地域の維持管理に不可欠な事業について、地域の建設企業が継続的な協業関係を確

保することにより、その実施体制を安定確保するために結成される共同企業体（JV：Joint 

Venture） 

（図表）３－１４ 包括的維持管理委託の事業スキームイメージ 
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第３節 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

（１）点検・診断等の実施方針 

公共施設は、年数の経過や置かれた環境、その使用によって物理的な劣化が進行すること

から、施設管理者は適時、施設の日常チェック、定期点検及び劣化診断等により不具合が生

じていないか実態把握に努めることとします。 

施設の日常点検、定期点検及び臨時点検等は、技術的な知見の有無に限らず、日常的に施

設を利用する各施設の所管職員が実施することとします。そのため、各職員が自ら実施する

ことができるよう、「公共施設（建築）点検要領」等により、定期的かつ的確な点検・診断

等を今後も実施していきます。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

建物の維持管理、修繕、改修、更新等は、定期点検等の結果から、重大性に応じて適時実

施していきます。日常的な維持管理や軽微な修繕等については、施設管理者が責任を持って

行うこととし、重度な不具合が生じた場合は、早期に報告するとともに、対応策を検討する

ため、各施設管理者からの点検・診断等の実施報告、不具合の状況に関する報告を踏まえ、

保有する建物棟全体を捉えて今後の改修及び更新工事等の実施プログラムを策定し、その

着実な実行に努めます。 

インフラ系公共施設は、日常的に多くの市民が利用するものであり、日常点検及び定期点

検結果に基づき、損傷が軽微な段階で施設管理者が早期に修繕等を行います。異常がみられ

た場合は、即時利用の停止も視野に、早急に対応を図ります。 

 

（３）安全確保の実施方針 

施設の老朽化がさらに進行することで、建物やインフラの破損や落下、倒壊等による事故

につながることのないよう、公共施設の安全性を確保していくことが重要です。 

建物については、「施設保全計画」に定める保全優先順位の考え方に基づき定める順位を

踏まえ、改修及び更新工事等の実施プログラムを策定し、（１）～（３）を合わせて着実に

実施していくことで、公共施設の安全性・快適性の確保を図ります。 

インフラ系公共施設については、定期点検結果等に基づき健全度を評価するとともに、施

設の重要性に鑑みて優先順位を設定し、計画的に修繕等を実施し、安全かつ快適に利用でき

る環境の維持を図ります。 

 

（４）耐震化の実施方針 

公共施設を安心・安全に利用するため、耐震化の確保が重要です。八潮市建築物耐震改修

促進計画の市有建築物の耐震化の現状では、令和 7年 3月 31日時点で学校、劇場・集会場、

市営住宅、社会福祉施設等、消防庁舎は既に耐震化率 100％を達成しています。その他の市

有建築物と合わせた耐震化率は合計 97.8％となっています。 
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災害時の重要性や建築物の耐震化の状況等を考慮して、令和 12 年度末までの耐震化率

100％を目指します。 

 

（５）長寿命化の実施方針 

これまでの事後保全的な維持管理から計画的な予防保全に転換し、公共施設の損傷等が

軽微な段階で適切に対処することで、施設を安全かつ快適な状態で利活用できるようにし

ます。また、維持更新コストの縮減・平準化を考慮した実行計画を策定し、適時適切に改修・

更新等を実施することで、施設の長寿命化にもつながります。 

国のガイドラインを基に作成した本市の「学校施設長寿命化計画」及び「公営住宅長寿命

化計画」では、目標使用年数を 80 年に設定しており、市内の施設に関する計画において、

考え方の齟齬が生じています。 

このため、公共施設の約半分を占めている小中学校が 80年で設定していることや計画的

な維持保全に転換することにより、実行可能な施設の長寿命化計画とします。 

改修周期を捉えて建物の劣化状況、機能や利用の需要等といった総合的な見地から、改修

方針を決定します。 

国のガイドラインに基づく本市の改修サイクルも考慮し、目標使用年数を、木造及び軽量

鉄骨造は竣工後 50 年、鉄骨、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造等は 80 年

と設定するとともに、施設の長寿命化に伴い改修周期（20年，40年，60年）を変更します。 

 

（図表）３－１５ 次期計画の目標使用年数 

鉄筋鉄骨コンクリート，鉄筋コンクリート，鉄骨造 ８０年 

軽量鉄骨造、木造 ５０年 

 

（６）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

公共施設等の維持管理、修繕、改修、更新等にあたっては、「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づく、公共施設等のバリアフリー化

に取り組むとともに、年齢や性別、障がいの有無、国籍等の違いに関わらず、誰もが使いや

すい設計として、ユニバーサルデザインの考え方に配慮します。 

 

（７）脱炭素化の推進方針 

本市ではこれまで八潮市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく、照明 LED化や

設備機器の高効率化等の省エネを推進する取り組みに加えて、令和 3年 4月 26日に埼玉県

東南部地域 5市 1町（草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町）の首長で、「ゼ

ロカーボンシティ※」共同宣言を行いました。 

公共施設等の維持管理・修繕、改修、更新等にあたっては、実情に即しながら再生可能エ

ネルギー、脱炭素化、災害レジリエンスへの対策強化を図ることで、エネルギー利用の最適
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化が図られるように取り組んでいきます。 

※ゼロカーボンシティ：環境省では、「2050 年に CO2（二酸化炭素）を実質ゼロにすることを目指す旨を

首長自らが又は地方自治体として公表された地方自治体」をゼロカーボンシティとしています。 

 

（８）地方公会計（固定資産台帳等）の活用 

国は、平成 27年 1月に「統一的な基準による地方公会計の整備促進について＜総務大臣

通知＞」を示し、平成 29年度までにすべての自治体において「統一的な基準」による財務

書類等を作成する事を要請しました。これを受け、本市では平成 28年度決算より固定資産

台帳を整備し、「統一的な基準」に基づいた財務書類を作成することにより、現金収支の情

報だけでなく、現金収支の伴わないフロー情報や資産・負債などのストック情報を網羅的に

把握しています。 

固定資産台帳には、資産の取得時期、取得価額、耐用年数など、公共施設マネジメントに

活用できる内容が記載されていることから、本計画に基づく具体的な取り組み等の検討や

進捗管理、公共施設の適正管理等において活用します。 

 

（９）保有する財産（未利用資産等）の活用に関する基本方針  

少子高齢化の進展や市民ニーズの多様化、地方分権の進展など、地方自治体を取り巻く  

環境は大きく変化しており、今後、社会環境の変化に素早く対応し、市民の求めるサービス

を最良の形で提供することを取り組みます。 

 

① 行政需要を達成するための活用 

市の各計画の中で位置付けられている施設や用地としての活用を第一に検討することと

し、政策課題の解決などに寄与するための活用についても検討するなど、市民全体の利益に

繋がるよう努めます。 

 

② 地域の意向、特性を踏まえた活用 

公共施設は、地域住民との関わりが深く、地域のランドマーク的な役割を果たしています。

そのことから、公共施設廃止後の跡地の活用については、地域の意向を十分に配慮するとと

もに、全ての公共施設について削減ありきではなく、市民ニーズに応じたメリハリのある総

量適正化を図ります。 

 

③ 民間での活用 

市で直接活用予定がない場合には、民間での活用を検討します。その際、長期的な視点に

立ち、当面の貸付けとするのか、売却していくのかを慎重に検討します。 

また、売却、貸付けしていく場合は、当該地及び周辺地域の目指す将来像を十分に検討し

たうえで、民間事業者との対話及び事業実施を行うこととし、まちづくりの方向性に沿った
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ものとなるよう、必要に応じて利用条件の付与についても検討します。 

 

（１０）広域連携 

近隣自治体との施設の近接度合いやサービス圏域の重複等の実態を踏まえ、埼玉県東南

部都市連絡調整会議等を通じて、市域を越えた施設の共同利用の促進を検討します。 

 

（１１）地方公共団体における各種計画及び国管理施設との連携 

本計画に基づいた具体的な取組みを進めるにあたっては、財政状況や施設の利用の実態

及び社会情勢の変化等を総合的に検証するとともに、総合計画等の各種計画との整合性や、

国が管理する施設との連携を図ることで、施設の統合や複合化、用途変更及び廃止などの検

討を行います。 
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第４節 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

ファシリティマネジメントの推進を確実に実行するためには、全庁的な取組体制の構築、

情報管理及び情報共有の方策が必要です。本節では取組体制と情報管理・共有の方策につい

て、基本的な方針を定めます。 

 

（１）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

全体最適の視点で全庁横断的に ファシリティマネジメントを推進・実行するために、ア

セットマネジメント推進担当部署を設置しました。この部署は、他部署との連携のもとに、

本市のアセットマネジメントを推進します。アセットマネジメント推進担当部署、及び他部

署の役割分担を次頁以降に示します。  

本計画及びアクションプランの策定並びにこれらの実行に際しては、議会とも十分に情

報共有・連携しながら進めます。また、有識者の専門的な知識の活用や、公正かつ慎重な執

行等の調整機能を確保するために、推進委員の配置を検討します。これにより、アセットマ

ネジメントの円滑かつ迅速な取組を促進するとともに、取組後のモニタリングにおいて客

観的評価を受けることで、適切な PDCAサイクル（Plan（計画）、Do（実行）、Check （評価）、

Act（改善）を繰り返すことで取組を継続的に改善する仕組み）を構築します。 

 

（図表）３－１６ アセットマネジメントの推進体制に関する基本的な考え方 
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（２）アセットマネジメント推進担当部署の役割 

 本計画に基づく取組みを推進するためにアセットマネジメント推進担当部署が果たすべ

き主な役割については、以下のとおりです。 

 

①  計画に基づく取組みの進捗管理 

②  個別施設の整備方針（施設主管部署案）の内容確認等 

③  アセットマネジメント推進本部における方針決定 

 

① 計画に基づく取組みの進捗管理 

施設全体について、現在実施中の事業の進捗状況、次に実施する事業は何か、中長期的に

はどのような事業が控えているのか等を把握し、庁内に共有するとともに、議論する場を設

けます。 

特に、施設全体についての中長期的な取組予定（施設主管部署の意向）を集約し、俯瞰し

た視点を持ちながら全庁で議論することは、それぞれに優先順位を付け、市としての方針を

定めるために欠かすことのできないプロセスです。また本市においては、老朽化対策と平行

して今後のまちづくりを見据えた施設整備等が予定されていることからも、当該プロセス

は非常に重要度の高いものであると考えています。これまで力を入れて実施できていなか

った事項であり、本計画期間においては、取組みの精査・強化を行いながら実施していきま

す。 

 

② 個別施設（施設主管部署）の整備方針の内容確認等 

各施設主管部署が作成した整備方針は、その性質上、単館の維持継続に重きを置いた視点

となってしまう傾向にあります。このため、アセットマネジメント推進担当部署は、各施設

主管部署から提出された整備方針を精査し、類似する機能はないか、統合・複合化の余地は

ないかといった本計画の考え方に基づく視点で、改めて内容確認（検証）を行います。 

また、集約化・複合化といった意思決定までの難易度が高い事業等にあたっては、施設所

管部署からの要請を受け、整備方針を作成する段階から、アセットマネジメント推進担当部

署が検討に参加することも想定されます。 

これまでの前期計画期間に重点的に取り組んできた事項であり、仕組みを定着させるこ

とができた一方で、アセットマネジメント推進担当部署と施設主管部署の役割分担が不明

確となった側面もあり、今後は、それぞれの部署の役割を明確にしながら、行政サービスの

提供の場である公共施設について、必要な対策を進めていきます。 

 

③ アセットマネジメント推進本部における方針決定 

施設の新設・大規模改修・集約化など、施設に関する特に重要な事業については、各部の

部長級職員等で構成するアセットマネジメント推進本部会議（以下「推進本部」という。）
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に諮り、様々な行政分野の視点から議論した上で意思決定するプロセスを設けます。これは、

今後の施設に関する全ての事業が、本計画で示した考え方や推進本部における審議等を十

分に踏まえたものであることを担保する重要なプロセスです。前期計画期間から実施し、既

に定着している取組みであり、本計画期間においても、引き続き実施していきます。 

なお、不測の事態や新たな行政需要等によって、本部で決定した事項（事業の実施順、整

備方針等）を変更が必要になることもあり、こうした場合には、庁内で情報共有を図りなが

ら、柔軟に対応していくことにも留意する必要があります。 
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（図表）３－１７ アセットマネジメントの推進に関する各部署の役割 
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（３）情報管理・共有方策の方針 

全庁的に公共施設及びインフラ資産の現状を管理・共有するために、施設カルテで収集し

た公共施設及びインフラ資産の基礎データを一元管理する情報管理システムを導入しまし

た。当該システムは、施設の基礎情報、維持管理情報、修繕履歴、点検履歴、財務情報、利

用状況、中長期保全計画等を入力・閲覧でき、客観的かつ定量的なデータに基づき、今後の

サービス内容や施設内容を検討することが可能です。  

また、将来的には、公共インフラの民間開放の視点から、公共施設データの民間開放（オ

ープンデータ化）の可能性を検討します。情報セキュリティに十分配慮しながらオープンデ

ータ化を進めることにより、公共施設の更新・統廃合、有効活用において、民間からの柔軟

な提案を促進することが期待されます。  

 

（４）フォローアップの実施方針 

時代やニーズの変化に応じた公共サービスの提供、及びアセットマネジメントの取組に

関する PDCA の視点から、本計画は 10年ごとに見直しを行います。また、10 年ごとの行

動計画であるアクションプランについては、5年ごとに見直しを行うとともに、毎年度セル

フモニタリングを実施し、アクションプランが確実に実行されているか検証します。  

前述の通り、取組に対する客観的な評価を受けるため、推進委員による監督・評価を行う

とともに、アンケート等を通して市民からの評価を受けます。 

  

pa71269
ハイライト表示
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第４章 施設種類ごとの総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

前章で述べた方針に基づき、本章では施設種類ごとの総合的かつ計画的な管理に関する

基本的な方針をまとめます。施設種類ごとに設置の経緯・規模や配置の当初設定を整理した

うえで、サービス内容の現状及び課題を分析し、今後の基本的な方針を定めます。 

 

第１節 施設種類ごとの基本方針 

（１）庁舎等 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 職員が勤務する庁舎として、本庁舎と東棟、出張所機能として市役所駅前出張所を設

置。 

 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

主構造 
運営 
形態 

複合施設等 

本庁舎 八幡 13,218.15 2023 
S 造一部 
RC 造 

直営 保健センター 

東棟 八幡 343.94 2023 RC 造 直営 - 

市役所駅前出張
所 

大瀬 614.12 2006 RC 造 直営 
八潮市民文化会館駅前分
館（アネックス） 

※ 駐車場や駐輪場などの小規模施設（合計 198.72㎡）は上記に含めていません。 

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ 旧庁舎の老朽化、狭隘化への対応として、令和 5 年に新庁舎を保健センターとの複合

施設として整備。 

◼ 市民サービス向上のため、交通利便性の高い駅前に出張所を整備。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 庁舎等は市のほぼ中央に位置しており特段の課題はない。 

◼ 出張所の配置は適正。 

 

（老朽化状況） 

◼ 庁舎、駅前出張所ともに新しい施設であり、老朽化の問題は生じていない。 

 

（機能） 
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◼ 各種窓口業務及び行政サービスを行うための業務が行われている。 

 

（利用状況） 

◼ マイナンバーカードの普及拡大によって、コンビニ交付での証明書発行件数が増加し

ており、窓口取扱件数のさらなる減少が見込まれる。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 本庁舎は総合管理を業務委託し、民間の活力を活かした警備業務、総合案内業務、電話交換

業務を行っている。 

 

③これまでの取組状況 

◼ 新庁舎を保健センターの複合施設として再整備。 

 

④課題 

◼ 設備は新しいため修繕の必要性はまだ先だが、運営費用の抑制が課題。 

◼ 駅からの市役所までの交通の便が悪く、一部地域からは公共交通機関を使うアクセス

が良くない状況である。 

 

⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 施設の部位ごとの改修周期に応じた改修を計画的に実施する。 

◼ 本庁舎にバスロータリーを整備することで、公共交通機関のアクセスを改善

する。 

 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 施設の部位ごとの改修周期に応じた改修を計画的に実施する。 
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（２）図書館 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 八幡図書館、八條図書館の 2館を設置。 

 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 
（年度） 

主構造 
運営 
形態 

複合施設等 

八幡図書館 八幡 1,186.94 1982 RC造 直営 八幡公民館 

八條図書館 八條 1,488.63 1999 RC造 
指定 
管理 

八條公民館 

※ 車庫や機械室等などの小規模施設（合計 156.92㎡）は上記に含めていません。 

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、そ

の教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として設置。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 八幡図書館 

・市の中央部に位置しており、市の全域から住民が集まる。バス停が近く、アクセス

も容易であり、地域住民の利用に適した配置である。 

◼ 八條図書館 

・市北部に位置している。市内でも少子高齢化の進んでいるエリアであり、交通の便

も悪いため、長期で考えると利用者が減る可能性は高い。 

・人口が多い中心地からは離れているが、公民館との複合であり、駐車場が広いため

各種事業での集客は比較的良い。 

◼ 潮止地域に図書館がないため配置に偏りがある。 

◼ 駅前における図書館設置のニーズがあり、駅前出張所に図書窓口を配置している。 

 

（老朽化状況） 

◼ 八幡図書館 

・令和 3年度に大規模改修を行っているが、自動扉の不具合など、大規模改修で対応で

きていない部分もある。 

◼ 八條図書館 

・築 25 年以上が経過し、改修時期を超えているが、大規模改修の実施が遅れており、

空調、照明等の附属設備の老朽化が進んでいるため、空調設備等の段階的更新を開始
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している。 

 

（機能） 

◼ 図書や雑誌等の貸出・閲覧 

◼ 公民館との複合施設であることを活かした学習機会の提供 

◼ 市内の各施設への配本や出張おはなし会等を実施しており、読書活動の広域展開に寄

与 

 

（利用状況） 

◼ 一人当たりの貸出冊数が全国平均及び県内平均を下回っており、図書貸出に対するニ

ーズに充分に応えられていない。 

◼ 利用者の固定化がみられ、子どもや若年層をはじめとした新たな層の獲得が必要であ

る。 

◼ 八幡図書館は、今後の人口変動にあわせて貸出・来館者数が緩やかに増加する見込みで

あり、特に学校の長期休暇中や試験期間中には利用者が増加し、閲覧席の不足が生じて

いる。 

◼ 八條図書館は、貸出・来館者数が若干の増加傾向にあり、今後も伸びていくことが予想

されるが、長期的には周辺人口の減少に伴い、微減に転じる可能性がある。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 八條図書館は指定管理者制度を導入し、民間の活力を活かした事業を展開するととも

に効果的な運営を行っている。 

◼ 市内病院、地元企業、出版社、近隣自治体、学生サークル等と連携し、各種事業を展開

している。 

◼ 子ども食堂への出張講座や事業連携、市内講師によるおはなし会の開催、各種市内施設

への配本事業等を実施している。 

 

（その他） 

◼ 5市 1町での相互利用を実施しているが、広域的な視点での蔵書構成の検討を行う必要

がある。 

◼ 市内公共施設やコンビニエンスストア等を活用した資料受取について可能性の余地が

ある。 

◼ 市内の書店の減少に伴い、文化のインフラとしての重要性が高まっている。 

◼ 電子図書館は各自治体で導入が進んでいるが、出版社が提供する本は種類が少なく、市

民の利用率も低く、現状では代替が難しい。 

◼ 蔵書数が県平均を下回っているため、蔵書数を増やす必要がある。 
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③これまでの取組状況 

◼ 八幡図書館 

・令和 3年度に大規模改修を実施。 

◼ 八條図書館 

・空調設備の段階的な改修を実施中。 

 

④課題 

◼ 人口が増加している南部地域に図書館がないため、地域住民の需要を満たせていな

い。 

◼ インターネットなどの普及により図書以外の情報へのニーズが拡大している。 

◼ 図書館サービス網を充実させるため、公共施設以外にも民間施設の一部に図書室を設

置する可能性を検討する必要がある。 

 

⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 八幡図書館 

・大規模改修の際に改修しきれなかった設備の更新及び修繕を進めながら、

現在の規模を維持していく。 

◼ 八條図書館 

・大規模改修工事を行うとともに、施設の利点を活かした運営方針を検討す

る。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 
◼ 老朽化した施設の維持・更新を進めるとともに、2 館の相互連携及び併設す

る公民館との事業連携を進める。 
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（３）博物館 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 八潮市立資料館と敷地内の展示施設である旧藤波家住宅を設置 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 
主構造 

運営 
形態 

複合施設等 

八潮市立資料館 柳之宮 2,049.44 1988 RC造 直営  

旧藤波家住宅 柳之宮 245.94 1876 木造 直営  

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ 地域の資料収集、整理、保存及び調査研究により、文化の向上と文化遺産の保存を図る

ことを目的として設置。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ バス停から徒歩数分の位置に設置されているため、公共交通機関でのアクセスは比較

的良好な場所である。また、市が所有する駐車場も隣接しているため、車での来館も可

能である。 

 

（老朽化状況） 

◼ 開館から 35年以上が経過し、老朽化が進んでおり、長寿命化対策が必要。 

◼ 歴史的資料の適切な保存にあたっては、温度、湿度の管理が重要であり、空調設備や

防湿対策の強化が必要であるが、予算の制約により計画的な修繕が進んでいない。 

 

（機能） 

◼ 展示、資料保存、教育普及の役割を担っており、本市の歴史文化を情報発信施設として、

常設展示室（200㎡）や企画展示室（122㎡）を備え、また、先人から受け継いだ約 50,000

点超の資料を収蔵している。 

◼ 視聴覚室、会議室、学習室を有し、貸館の機能も有している。 

 

（利用状況） 

◼ 年間来館者数は約 17,000人程度で推移している。展示会等のイベント時には、市民だ

けでなく市外在住の来館者も多く、今後も同水準で推移することが見込まれる。 

◼ 旧藤波家住宅は年間約 3,000人が見学。小学校の社会科授業にも活用されている。 

◼ 会議室・学習室の利用率は 44%、視聴覚室は 20%程度であり、特に視聴覚室の稼働が低
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い。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 資料館が開催する市民向け講座や学校向け事業の運営を市民ボランティアの方々にサ

ポートを受けている。 

 

（その他） 

◼ 収蔵庫は資料でほぼ満杯状態であり、収納スペースの新設も検討している。 

◼ 展示ケースを固定式から可変型へ移行するなど、展示スペースの柔軟な活用を検討し、

最新の調査研究成果を展示できるようにする必要がある。 

 

③これまでの取組状況 

◼ 大規模改修の機会を見据え、利用者の満足度を向上させるための改修内容を検討する

こと目的とした利用者へのアンケートを実施。 

◼ デジタル・アーカイブを公開することで、誰でも資料へアクセスすることが可能とな

り、広域的な普及・研究支援機能を強化した。また、デジタル・アーカイブで公開し

た資料の閲覧を目的とする来館者の増加につながっている。 

 

④課題 

◼ 大型模型や固定化されたパネルがあるため、30年以上展示内容のリニューアルができ

ておらず、リピーターの確保が困難。 

◼ 旧藤波家住宅は明治 9年築の古民家であり、震災時に利用者の安全が確保できる耐震

性対策を実施する必要がある。 
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⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 大規模改修を行い、誰もが安心・安全・快適に使うことのできる施設とす

る。 

◼ 貸出施設（視聴覚講座室・会議室・学習室）の利用環境の整備や、子ども向

け学習空間の創設することで、利用者層の拡大を図る。 

◼ 資料の収蔵環境の整備や、学びの成果を発信できる施設へ改修し、文化財関

係者の利用促進を図る。 

◼ 旧藤波家住宅の耐震補強を行い、利用者の安全を確保する。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 市内に点在する文化財を結びつけたネットワークを構築し、その核施設とし

て機能整備を図ることで、文化財を活かした観光資源を創出する。 
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（４）文化施設 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ）、やしお生涯楽習館、八潮

市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス）の 3施設を設置している。 

 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 
主構造 

運営 
形態 

複合施設等 

八潮市民文化会館・八
潮市勤労福祉センター
（八潮メセナ） 

八幡 5,445.05 1990 
RC一部 

S造 
直営  

八潮市民文化会館駅前
分館（八潮メセナ・アネ
ックス） 

大瀬 621.90 2006 RC造 直営 
八潮市役所駅
前出張所 

八潮市やしお生涯楽習
館 

八條 4,356.86 1994 RC造 直営  

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ） 

市民の芸術文化の向上と振興を通じ、福祉の増進を図ることを目的として設置。 

◼ やしお生涯楽習館 

市民一人ひとりが楽しく学ぶ（生涯学習）活動の推進と地域づくりに必要な諸活動（市

民団体活動等）を促進することを目的として設置。 

◼ 八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス） 

市全域から市民が集まる駅前に、市民の利便性向上を図る目的で設置。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ） 

市域のほぼ中央に配置されている。 

◼ やしお生涯楽習館 

市域のほぼ中央に位置し、最寄り駅からのバスのアクセスも良く来館しやすい場所に

ある。 

◼ 八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス） 

八潮駅前に配置されている。 
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（老朽化状況） 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ） 

開館から 35年を迎え、ホールの特定天井、ホールの照明、音響、舞台の多くの機械類

の経年劣化が進んでいるため、計画的な大規模改修が必要である。 

◼ やしお生涯楽習館 

開館から 29年が経過し、令和 8年度からの大規模改修工事に向けて設計を進めている。 

◼ 八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス） 

比較的新しい施設のため老朽化の問題はないが、空調、照明等の設備の個別改修が必

要である。 

 

（機能） 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ） 

544人収容のホールでは、オーケストラ等のコンサートやダンスの発表等が行われてお

り、200 人収容の集会室ではコンサートを含め様々な目的に利用される。その他には、

展示室、和室、各種会議室などがある。 

◼ やしお生涯楽習館 

・多目的ホールや映像ホールがあり、講演会・研修会・発表会等を行うことができる。 

・セミナー室、工作室、陶芸室、絵画室、音楽室があり、書画や工作、研修など市民が

個人又は団体の活動場所として利用することができる。 

・市民活動を支援するコーナーを設置しており、市民団体活動、ボランティア活動等に

ついて相談をすることができるほか、市民活動団体や NPO団体、ボランティア団体等

の打合せを行うスペースを設けている。 

・市民団体活動室があり、市域でまちづくりやボランティア、福祉活動を行う団体や協

会、連盟等の基幹団体のほか、教育・文化・スポーツ・NPO等種別に関わらず会議や

会議に伴う軽作業を行う場合に限り利用者登録を行うことで、無料で利用すること

ができる。 

◼ 八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス） 

パーテーションで 3つに区切ることができるホールを有している。 

 

（利用状況） 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ） 

・ホールは週末の稼働は高いものの、平日の利用は少ない。 

・会議室の利用率は 30％程度と低く、特に和室、展示室の稼働率が低い。 

◼ やしお生涯楽習館 

・コロナ禍に団体活動が停滞し利用者が減少していたものの、第 5類への移行により

徐々に回復傾向にある。 



 

91 

 

◼ 八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス） 

・企業の会議や講習会等による利用が多く、曜日、時間帯に偏りなく利用率は高い。 

・営利利用が多いため、利用料金の見直しの余地がある。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ） 

・文化協会等の市内の文化団体が施設を利用しており、後援等でイベントの支援を行っ

ている。 

◼ やしお生涯楽習館 

・八潮市社会福祉協議会との連携により、市民活動支援センターの運営や人材バンク情

報の共同発行を行っている。 

・市民活動団体やボランティアとの協働により、フリーラーニングやパソコン相談室

のほか、各種講座開催を行っている。 

◼ 八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス） 

・民間マンションの 1階に設置している。 

 

③これまでの取組状況 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ） 

エレベーター2基の改修工事を行った。 

◼ やしお生涯楽習館 

大規模改修工事に向けて、令和 5年度に劣化診断を行い、令和 6年度から 7年度にか

けて基本設計・実施設計を行った。 

◼ 八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス） 

令和 7年度、内装の壁紙張替え工事を実施した。 

 

④課題 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ） 

開館から 35年を迎え、ホールの特定天井、ホールの照明、音響、舞台の多くの機械

類の経年劣化が進んでいるため、計画的な大規模改修が必要である。 

◼ やしお生涯楽習館 

・開館から 29年が経過し、設備や備品類の劣化が進んでおり、早急な更新が必要で

ある。 

◼ 八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス） 

・芸術、文化以外の様々な用途で使用したい要望を受けるため、利用料金の見直し等

を含めた検討をする必要がある。 
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⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ） 

・空調やデジタル機器を更新する。 

・建物診断や劣化診断を実施し、施設の状況を把握するとともに、長寿命化

に向けた改修計画の立案と修繕を行う。 

◼ やしお生涯楽習館 

・令和８年度から大規模改修工事を行う。 

・施設の一部を児童館機能に改修する予定。 

◼ 八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス） 

・空調と照明設備の更新を行う。 

・改修周期に基づき劣化診断や改修等を行い、施設の適正な維持管理を行

う。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 八潮市民文化会館・八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ） 

・長寿命化のための改修・維持管理を適宜行う。 

◼ やしお生涯楽習館 

・改修周期に基づき改修等を行い、施設の適正な維持管理を行う。 

◼ 八潮市民文化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス） 

・改修周期に基づき改修等を行い、施設の適正な維持管理を行う。 
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（５）集会施設 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ コミュニティセンター、八幡公民館、八條公民館 

 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 
主構造 

運営 
形態 

複合施設等 

コミュニティセン
ター 

八條北 1,080.93 1980 S造 
指定 
管理 

老人福祉センタ
ーすえひろ荘 

八幡公民館 八幡 930.09 1982 RC造 直営 八幡図書館 

八條公民館 八條 747.84 1999 RC造 
指定 
管理 

八條図書館 

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ コミュニティセンター 

・地域住民の間に連帯感を醸成し、心豊かなコミュニティ形成を促進することを目的に

設置。 

◼ 八幡公民館、八條公民館 

・住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増

進に寄与することを目的に設置。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ コミュニティセンター 

・市の北部に位置した八條地区の住民の利用に適した施設であり、市全域の利用者を対

象とした利用には不向き。 

◼ 八幡公民館、八條公民館 

・本市の市域を考慮し、各町会の施設を分館的に利用することで、公民館は 2施設設置

している。 

・八幡公民館は市のほぼ中央に配置されており、バス停も近いため、利便性が高い。 

・八條公民館は、市の北部に設置され、公共交通機関を利用したアクセスも可能だが、

車を使った利用者が多い。 

 

（老朽化状況） 

◼ コミュニティセンター 

・老朽化が進んでおり、雨漏りによる浸水や地盤沈下等がみられる。 

・築 45年を経過し、今後の施設の在り方や北部拠点開発を鑑み検討を行う。 
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◼ 八幡公民館、八條公民館 

・八幡公民館は、築 40年以上が経過し老朽化が進んでいたが、令和 3 年度に大規模改

修を実施している。 

・八條公民館は躯体に問題はないものの、築 25年を経過し設備の老朽化が進んでいる。 

 

（機能） 

◼ コミュニティセンター 

・ホール、会議室、和室や実習室を備えており、市民サークルの活動場所や講座などに

利用されている。 

◼ 八幡公民館、八條公民館 

・八幡公民館は、多目的室、研修室、和室、調理室を有しており、講演会や映画会等の

イベントや市民団体の活動に利用されている。 

・八條公民館では、大ホールを備え、コンサートや寄席、講演会などの中・小規模のイ

ベントが開催できる。 

・八幡図書館、八條図書館との複合施設であり、公民館と図書館が連携した講座を開催

している。 

 

（利用状況） 

◼ コミュニティセンター 

・利用者は固定化しており、利用率が低下している。 

◼ 八幡公民館、八條公民館 

・主な利用者である市民団体が高齢化やコロナ禍に活動停止したことなどにより、利用

団体数が減少傾向であり、利用率も同様に減少している。 

・部屋ごとの利用率に差があり、多目的に利用できる研修室等は利用率が高いものの、

用途が限定される和室や調理室等は利用率が低くなっている。 

・やしお生涯楽習館等の利用者が公民館を利用することもあり、貸館に対する市民ニー

ズにおいては、社会教育施設とその他の貸館施設に大きな差はみられない。 

 

（官民連携の状況） 

◼ コミュニティセンター 

・老人福祉センターすえひろ荘が併設された複合施設。 

◼ 八幡公民館、八條公民館 

・両館ともに市内病院、地元企業や包括連携協定企業に講師を依頼し講座等を実施して

いる。 

・八條公民館では、子ども食堂への出張講座や連携事業を実施している。 

・八條公民館は指定管理者制度を導入し、イベント企画力のある指定管理者により八條
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図書館と一体となった運営が行われ、利用者の獲得につながっている。 

 

（その他） 

◼ 八幡公民館、八條公民館 

・デジタル技術の活用が不十分であり、今後、デジタル技術を活用した新しい形態の文

化イベントや、e公民館※として配信型のコンテンツでの学習プログラムを開発する

必要がある。 

・部局ごとに類似したソフト事業を実施しており、線引きが曖昧である。 

・他の事業との差別化を図るため、社会教育活動に資するソフト事業を強化する必要が

ある。 

※e 公民館:自宅で動画などを通じて学習できるオンライン配信サイト 

 

③これまでの取組状況 

◼ コミュニティセンター 

・おむつ替え台を設置し「赤ちゃんの駅（埼玉県）」に登録するなど、子育て世代の利

用者に向けて改善を行っている。 

・コロナ感染防止対策により、トイレの洋式化などの改善を行っている。また、館内の

照明の一部をＬＥＤ化している。 

◼ 八幡公民館、八條公民館 

・八幡公民館は令和 3 年度に大規模改修を実施し、これと同時に一部施設の利用料の

見直しを行った。 

 

④課題 

◼ コミュニティセンター 

・利用率が低く、ほとんど利用されていない部屋もある。 

・公共交通機関がほとんどないほか、駐車スペースも少ないため、本市の住民にとって

交通利便性が良くない。 

・施設の老朽化と利用率の低下を踏まえ、機能の必要性を精査し、機能を残す場合には、

他施設との複合化や移設なども視野に検討を行う必要がある。 

◼ 八幡公民館、八條公民館 

・利用者の高齢化、市民団体の減少及び八條公民館は建物の老朽化などにより利用者が

減少している。 

・会議室、和室等については八潮市民文化会館、やしお生涯楽習館等他の施設と機能が

重複している。 

・建築年度、建設費等に起因し類似施設間における利用料の差から、利用率にも影響を

与えている。 
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⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ コミュニティセンター 

・コミュニティセンターの在り方を踏まえた上で、開発が検討されている北部

拠点への機能移転などを検討する。 

◼ 八幡公民館、八條公民館 

・八幡公民館は大規模改修の際に改修しきれなかった設備の更新及び修繕を

進める。 

・八條公民館は八條図書館とともに大規模改修工事を行い、施設の長寿命化

を図り、また、大規模改修に合わせて貸室規模の適正化、利用料の見直し

を検討する。 

 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ コミュニティセンター 

地域住民の間に連帯感を醸成し、心豊かなコミュニティ形成を促進するため事

業展開していく。 

◼ 八幡公民館、八條公民館 

老朽化した施設の維持・更新を進めるとともに、併設する図書館との事業連

携を進める。 
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（６）スポーツ施設 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 鶴ケ曽根体育館（エイトアリーナ）、勤労福祉・スポーツセンター（ゆまにて）を設

置。 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 
主構造 

運営 
形態 

複合施設等 

勤労者福祉・スポー
ツセンター 

潮止 3,059.00 1983 RC造 直営  

鶴ケ曽根体育館 
（エイトアリーナ） 

八條 2,153.00 2001 RC造 直営  

鶴ケ曽根体育館 
（エイトアリーナ） 
増築棟 

八條 338.26 2025 RC造 直営  

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ エイトアリーナ 

・市民で組織された「八潮市立鶴ケ曽根体育館建設準備委員会」の検討を経て設置され

た。また、設置当時は、「市民のスポーツ・レクリエーション活動を支援する施設で、

国体のハンドボール会場としても使用される。」としていた。 

・令和 7年 10月に増築棟が整備された。 

◼ 勤労者福祉・スポーツセンター（ゆまにて） 

・勤労者の福祉と市民の余暇活動の増進を図ることを目的に設置。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ エイトアリーナは市中央部の市街地に設置されており、市全域から利用者が集まる。 

◼ 勤労者福祉・スポーツセンター（ゆまにて）は市東部に設置されており、バス停等公共

交通機関まで距離がある。 

 

（老朽化状況） 

◼ エイトアリーナは築 24年が経過し大規模改修が必要となっている。 

◼ 勤労者福祉・スポーツセンター（ゆまにて）は築 40年以上が経過し、老朽化が進ん

でいる。 

 

（機能） 

◼ エイトアリーナは体育室、多目的室、トレーニング施設を有し、様々な室内競技ができ

る機能を有している。 
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◼ 勤労者福祉・スポーツセンター（ゆまにて）は、体育館、軽運動室、多目的室を有し、

様々な室内競技ができる機能を有している。 

◼ 研修室、会議室においては、地域企業の研修やワークショップに利用されている。 

 

（利用状況） 

◼ エイトアリーナの体育室の利用率は高く、土曜、日曜の申し込みが多い。今後も体育室の

利用率は高いものと見込まれる。 

◼ 勤労者福祉・スポーツセンター（ゆまにて）は、体育館の利用率は高く、土曜、日曜及

び平日夜間の申し込みが多く抽選となる。今後も利用率の増加が見込まれる。 

◼ 会議室の利用率は 30％程度と低い。 

 

（官民連携の状況） 

◼ エイトアリーナは民間企業への委託による市民向けスポーツ教室を実施。  

 

③これまでの取組状況 

◼ エイトアリーナに多目的室、トレーニング室等を増設し、文化スポーツセンターの一

部機能を移転。 

◼ 勤労者体育センターに文化スポーツセンターの一部機能を移転するため、令和 4 年度

に調理室を多目的室に改修（リノベーション）するなど、勤労者福祉・スポーツセンタ

ーとしてリニューアルオープンした。 

 

④ 課題 

◼ 「八潮市新スポーツ施設整備基本構想」に基づき、新たなスポーツ施設の建設を検討

されていたが、③これまでの取組状況を踏まえ、当該基本構想の再検証が求められ

る。 
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⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 「八潮市新スポーツ施設整備基本構想」の再検証も含め、新スポーツ施設整

備に向け検討を進める。 

◼ エイトアリーナは老朽化による設備等の更新を計画的に実施するとともに、

大規模改修の実施時期について検討する。 

◼ 勤労者福祉・スポーツセンター（ゆまにて）は新スポーツ施設整備に係る検

討の方向性に応じ、長寿命化の方針を検討する。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 「八潮市新スポーツ施設整備基本構想」の再検証も含め、新スポーツ施設整

備に向け検討を進めるとともに、新スポーツ施設との連携も含め有効的な利

活用について検討する。 
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（７）保健施設 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 市役所庁舎内に保健センター機能を有している。 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 
主構造 

運営 
形態 

複合施設等 

保健センター 八幡 1,493.46 2023 S造 直営 本庁舎、東棟 

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ 市民の健康保持及び増進を図るため、「市町村保健センター整備要綱」に基づき設置。 

 

② 現状分析 

（配置状況） 

◼ 市役所内に併設されており、市全域から利用しやすい位置にある。 

 

（老朽化状況） 

◼ 令和 5年に建設された施設であり、老朽化の問題はない。 

 

（機能） 

◼ 保健センター機能では、検（健）診、教室・講座、相談が主な業務である。また。市立

病院がないことから、休日診療機能も有している。 

 

（利用状況） 

◼ 幼児の健康診査や成人のがん検診では多くの来所がある。また、各種事業の問い合わせ

や参加申し込み、ロビーに常設している健康機器の測定などで毎日一定数の利用者が

いる。 

◼ 休日診療は日曜日の患者が少ないものの、祝日及び年末年始は非常に多い。 

 

（その他） 

◼ 母子保健事業や介護予防事業は、関係課との連携が必要。 

 

③これまでの取組状況 

◼ 単独施設であった保健センターを廃止し、本庁舎の建設に合わせ施設複合化。 
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④課題 

◼ 駅からの市役所までの交通の便が悪く、一部地域からは公共交通機関を使うアクセス

が良くない状況である。 

 

⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 設備の部位ごとの改修周期に準じた改修を計画的に実施する。 

 

 

 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 設備の部位ごとの改修周期に準じた改修を計画的に実施する。 
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（８）幼児・児童施設 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 公設学童保育を 11施設（はちじょう学童保育所・わかくさ学童保育所・やわた学童

保育所・だいばら学童保育所・やなぎのみや学童保育所・しおどめ学童保育所・おお

そね学童保育所・なかがわ学童保育所・どんぐり学童クラブ・はちじょうきた学童保

育所・おおぜ学童保育所）設置。このうち、公設公営の学童保育所は 5施設、公設民

営の学童保育所は 6施設である。 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

主構造 
運営 
形態 

複合施設等 

はちじょう学童保育
所 

八條 85.00 1980 LGS 造 

公営 

教育相談所 

わかくさ学童保育所 潮止 249.25 1992 S 造 
障がい者福祉施設
わかくさ 

やわた学童保育所 八幡 176.00 1966 RC 造 八幡小学校 

だいばら学童保育所 大原 162.07 1982 LGS 造 大原小学校 

やなぎのみや 
学童保育所 

柳之宮 65.00 1979 RC 造 柳之宮小学校 

どんぐり学童クラブ 松之木 162.00 1989 LGS 造 

指定 
管理 

 

はちじょうきた 
学童保育所 

八條北 63.00 1976 RC 造 八條北小学校 

おおぜ学童保育所 大瀬 188.00 2011 LGS 造  

だいばら児童館 
（わんぱる） 

大原 307.00 1978 RC造 直営 
文化スポーツセ
ンター 

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

主構造 
運営 
形態 

複合施設等 

はちじょう学童保育
所 

八條 124.80 1971 RC 造 公営 八條小学校 

しおどめ学童保育所 潮止 80.00 1972 RC 造 
民営 

（業務
委託） 

潮止小学校 

おおそね学童保育所 大曽根 67.50 1969 RC 造 大曽根小学校 

なかがわ学童保育所 中川 64.00 1973 RC 造 中川小学校 

※令和 8 年 4 月から、はちじょう学童保育所は八條小学校内へ移転。 

しおどめ学童保育所、おおそね学童保育所は民設民営施設の定員超過分を補填するため暫定

設置。 

なかがわ学童保育所は、新古新田保育所園舎供用開始後に移転するため暫定設置。 
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（設置経緯等） 

◼ 学童保育所は、保護者の就労等により、放課後に保育の必要性がある小学校に就学して

いる児童の健全育成を図ることを目的として設置した。 

◼ だいばら児童館は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにす

るため設置した。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 以前は、小学校ごとに公設学童保育所を 1 施設設置していたが、小学校周辺に民間学

童保育所が設置された 1施設（ひまわり学童クラブ（中川小学校）については、廃止し

た。 

◼ 小学校の校舎内や敷地内、または隣接・近隣の敷地に設置されている。なお、わかくさ

学童保育所については「障がい者福祉施設わかくさ」との複合施設となっている。 

◼ だいばら児童館は、文化スポーツセンターの休止に伴い休館し、やしお生涯楽習館内に

事務所を設置した。 

 

（老朽化状況） 

◼ おおぜ学童保育所は平成 22年建設の比較的新しい施設であるが、その他の施設は、建

設後 30年以上が経過しており、老朽化が進行している。 

◼ 学校敷地内に設置されている学童保育所については、「八潮市学校施設長寿命化計画」

に基づき、小学校の改修計画と合わせて改修工事を実施する予定であるが、計画に遅れ

が生じている。 

 

（利用状況） 

◼ 令和 7 年 4 月 1 日時点において、八條小学校・潮止小学校・大曽根小学校・中川小学

校では待機児童が発生していたことから、令和 7 年度に学校教室等を利用した新たな

学童保育所を整備した。 

◼ 児童館事業は、職員が市内公共施設を活用した移動児童館事業を週４回程度開催して

いる。 

 

（官民連携の状況） 

◼ どんぐり学童クラブ、はちじょうきた学童保育所、おおぜ学童保育所は公設民営の施設

であり、指定管理者による運営を行っている。 

 

③課題 

◼ 「八潮市学校施設長寿命化計画」の進捗が遅れていることに伴い、学校敷地内に設置さ
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れている学童保育所の大規模改修工事にも遅れが生じている。 

◼ 移動児童館事業は、開催日が不定期で、子どもたちがいつでも利用できる児童館を提供

することができず、利用人数は減少している。新たな児童館機能を有した施設整備が必

要である。 

 

④基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

（学童保育所） 

◼ 「八潮市学校適正配置指針・計画」の方針が定まるまでの間は、大規模投資

は控え、必要最低限の修繕にとどめるものとする。 

◼ 「八潮市学校適正配置指針・計画」の策定後は、当該方針に基づき再配置を

行うとともに、長寿命化計画の見直しを念頭に、施設の長寿命化を図るもの

とする。 

◼ 令和 9年度開校予定の花桃小学校に新たな学童保育所を整備する予定であ

り、待機児童解消に向けて積極的な取組みを進める。 

（だいばら児童館） 

◼ やしお生涯楽習館の大規模改修に併せて児童館機能を再整備する。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

（学童保育所） 

◼ 施設の老朽化の状況を踏まえ、適切な時期に建替え又は改修を行う必要があ

る。また、施設の配置については、地域における学校施設の需要の変化等を

踏まえ、再配置等の在り方を検討する。 

（だいばら児童館） 

◼ 公共施設等の定期的な修繕等の機会を捉え、該当施設における児童館機能の

導入について、検討する。 
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（９）幼保・こども園 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 市営の保育所を 4施設（伊草保育所、南川崎保育所、古新田保育所、八条保育所）を設

けている。 

 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

主構造 
運営 
形態 

複合施設等 

伊草保育所 松之木 315.48 1972 S 造 直営  

南川崎保育所 潮止 1,049.68 1995 S 造 直営  

古新田保育所 中川 322.38 1976 木造 直営  

八条保育所 八條北 315.48 1972 S 造 直営  

※ 物置などの小規模施設（合計 102.46㎡）は上記に含めていません。 

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

※ 駅前保育所は平成 29年 4月から賃貸借契約により民間事業者が運営しているため、 

（１５）その他行政系施設へ移行 

 

（設置経緯等） 

◼ 小学校就学前の子どもに対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的とした施設

であり、保育需要に応じて整備を行っている。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 民間保育施設の少ない地域に設置され、当該地域に暮らす子どもの受け皿となってい

る。 

 

（老朽化状況） 

◼ 各施設とも建設から 30年以上が経過し、老朽化が進んでいる。特に伊草保育所と八条

保育所は築 50年以上が経過し老朽化が深刻であり、建替え等の検討が必要。 

 

（機能） 

◼ 各施設とも保育所としての一般的な機能を有しており、南川崎保育所は心身の発達に

障がい又は遅れのある子どもに対する療育施設の機能も兼ねている。 

 

（利用状況） 

◼ 伊草保育所、南川崎保育所、古新田保育所では児童の需要が増加傾向にあり、現在と同
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程度の利用者数が見込まれる。 

◼ 八条保育所は、人口減少・少子化の影響により、将来的には利用者の減少が見込まれる。 

◼ 特別な配慮を必要とする児童の需要が増加しており、受け皿となる市立保育所の重要

性が増している。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 特筆すべき事項はない。 

 

（その他） 

◼ 古新田保育所は隣接地に新園舎を建設中。 

 

③これまでの取組状況 

◼ 中央保育所、中馬場保育所、大曽根保育所の廃止・解体 

◼ 駅前保育所は指定管理から民間へ移管した。 

 

④課題 

◼ 各施設とも老朽化が進んでいるため、建替えや大規模改修等を検討する必要がある。建

替えや大規模改修等にあたっては、保育業務を継続した改修等方法を検討する必要が

ある。 

◼ 伊草保育所、八条保育所は老朽化が深刻である。伊草保育所は、施設の建替えの検討

が必要であり、八条保育所は利用者数の状況等により、休止時期を検討する。伊草保

育所においては、代替地の確保が難航している。今後 10年以内にはなんらかの対応

が必要であることから、仮設園舎や統合を視野に入れた検討が必要となる 
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⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 市立保育所については、民間保育施設の設置状況等を考慮しながら、最低限

の施設数と規模を維持する。 

◼ 伊草保育所は、建替えに向けた検討を進め、早急な実現を目指す。八条保育

所は、入所児童の状況を踏まえ、休止時期を検討する。その際、伊草保育

所、八条保育所の統合も視野に入れ検討を行う。 

◼ 南川崎保育所は大規模改修を実施する。その間、一時借用地に仮設園舎を建

設するなど、保育業務を継続した改修方法を検討する。大規模改修の実施が

見通せない場合、実施可能なものから順次修繕を実施する。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 市立保育所は最低限の施設数と規模を維持する。 
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（１０）学校 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 小学校 10校（八條、潮止、八幡、大曽根、松之木、中川、八條北、大瀬、大原、柳之

宮）、中学校 5校（八潮、大原、八條、八幡、潮止）を整備。 

 

学
校
名 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 
主構造 

運営 
形態 

複合施設
等 

八
條
小
学
校 

八條小学校プール付属
屋 

八條 119.40 1966 木造 直営  

八條小学校教室棟 八條 1,716.14 1971 RC造 直営 
はちじょ
う学童保
育所 

八條小学校屋内運動場 八條 721.08 1975 S造 直営  

八條小学校管理特別教
室棟 

八條 1,339.00 1977 RC造 直営  

八條小学校教室棟 八條 1,435.21 1971 RC造 直営  

潮
止
小
学
校 

潮止小学校教室棟 潮止 1,943.04 1972 RC造 直営 
しおどめ
学童保育
所 

潮止小学校管理棟 潮止 2,134.72 1975 RC造 直営  

潮止小学校屋内運動場 潮止 812.97 1976 S造 直営  

潮止小学校プール付属
屋 

潮止 65.42 1975 木造 直営  

潮止小学校教室棟 潮止 1,587.04 1973 RC造 直営  

潮止小学校渡廊下 潮止 191.20 1972 RC造 直営  

八
幡
小
学
校 

八幡小学校管理・特別教
室棟 

八幡 1,592.10 1965 RC造 直営 
やわた学
童保育所 

八幡小学校プール付属
室 

八幡 24.13 1973 S造 直営  

八幡小学校倉庫 八幡 82.70 1973 木造 直営  

八幡小学校体育館 八幡 738.94 1974 S造 直営  

八幡小学校教室棟 八幡 1,114.22 1975 RC造 直営  

八幡小学校管理・特別教
室棟 

八幡 2,066.70 1967 RC造 直営  

大
曽
根
小
学
校 

大曽根小学校教室棟 大曽根 1,618.73 1969 RC造 直営 
おおそね
学童保育
所 

大曽根小学校プール付
属屋 

大曽根 72.88 1970 木造 直営  

大曽根小学校管理教室
棟 

大曽根 1,685.86 1974 RC造 直営  



 

109 

 

大曽根小学校屋内運動
場 

大曽根 738.36 1974 S造 直営  

大曽根小学校教室棟 大曽根 1,330.92 1970 RC造 直営  

大曽根小学校管理教室
棟 

大曽根 272.50 1974 RC造 直営  

大曽根小学校渡廊下 大曽根 229.05 1969 RC造 直営  

松
之
木
小
学
校 

松之木小学校教室棟 松之木 3,017.10 1973 RC造 直営  

松之木小学校体育館 松之木 742.01 1973 S造 直営  

松之木小学校プール付
属屋 

松之木 79.20 1975 木造 直営  

松之木小学校管理特別
教室棟 

松之木 1,568.75 1976 RC造 直営  

松之木小学校渡廊下棟 松之木 177.75 1973 RC造 直営  

中
川
小
学
校 

中川小学校教室棟 中川 2,282.30 1973 RC造 直営  

中川小学校プール付属
小屋 

中川 90.00 1975 木造 直営  

中川小学校特別教室棟 中川 1332.00 1976 RC造 直営 
なかがわ
学童保育
所 

中川小学校屋内運動場 中川 683.00 1976 RC造 直営  

八
條
北
小
学
校 

八條北小学校教室棟 八條北 3,182.76 1975 RC造 直営 
はちじょ
うきた学
童保育所 

八條北小学校体育館 八條北 765.69 1975 S造 直営  

八條北小学校プール付
属屋 

八條北 79.20 1976 木造 直営  

八條北小学校管理棟 八條北 988.26 1981 RC造 直営  

八條北小学校渡り廊下
棟 

八條北 265.20 1975 RC造 直営  

大
瀬
小
学
校 

大瀬小学校管理・教室棟 大瀬 3,508.03 1976 RC造 直営 
おおぜ学
童保育所 

大瀬小学校体育館 大瀬 741.59 1976 S造 直営  

大瀬小学校プール付属
屋 

大瀬 77.60 1977 木造 直営  

大瀬小学校特別教室棟 大瀬 1,005.82 1979 RC造 直営  

大瀬小学校校舎 大瀬 477.00 2012 LGS造 直営  

大
原
小
学
校 

大原小学校管理教室棟 大原 3,361.76 1977 RC造 直営  

大原小学校屋内運動場 大原 760.45 1977 S造 直営  

大原小学校プール付属
小屋 

大原 77.60 1978 木造 直営  

大原小学校教室棟 大原 957.96 1981 S造 直営 
だいばら
学童保育
所 

柳
之
宮

柳之宮小学校教室棟 柳之宮 3,771.95 1978 RC造 直営 
やなぎの
みや学童
保育所 
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小
学
校 
 

柳之宮小学校屋内運動
場 

柳之宮 788.74 1978 S造 直営  

柳之宮小学校プール付
属屋 

柳之宮 73.00 1979 木造 直営  

八
潮
中
学
校 

八潮中学校教室棟 八幡 4,246.23 1989 RC造 直営  

八潮中学校特別教室棟 八幡 1,503.96 1991 RC造 直営  

八潮中学校屋内運動場 八幡 1,541.08 1991 RC造 直営  

八潮中学校特別教室棟 八幡 338.25 1991 RC造 直営  

八潮中学校格技場 八幡 778.80 1991 RC造 直営  

八潮中学校部室 八幡 389.28 1992 S造 直営  

八潮中学校渡り廊下 八幡 32.33 1991 S造 直営  

大
原
中
学
校 

大原中学校教室棟 大原 2,646.38 1972 RC造 直営  

大原中学校管理特別教
室棟 

大原 1,953.85 1974 RC造 直営  

大原中学校教室棟 大原 1,122.67 1977 RC造 直営  

大原中学校特別教室棟 大原 1,044.84 1984 RC造 直営  

大原中学校柔剣道場 大原 260.40 1987 S造 直営  

大原中学校プール付属
屋 

大原 216.00 2002 RC造 直営  

大原中学校屋内運動場 大原 2,835.19 2002 RC造 直営  

大原中学校渡り棟 大原 141.75 1972 RC造 直営  

八
條
中
学
校 

八條中学校管理教室棟 八條北 3,380.50 1976 RC造 直営  

八條中学校体育館 八條北 850.94 1976 S造 直営  

八條中学校プール付属
屋 

八條北 77.60 1977 木造 直営  

八條中学校管理教室棟 八條北 1,148.00 1983 RC造 直営  

八條中学校柔剣道場 八條北 259.20 1986 S造 直営  

八條中学校部室 八條北 307.20 1993 S造 直営  

八
幡
中
学
校 

八幡中学校管理教室棟 八幡 4,254.76 1977 RC造 直営  

八幡中学校体育館 八幡 857.34 1977 S造 直営  

八幡中学校プール付属
小屋 

八幡 77.60 1978 木造 直営  

八幡中学校柔剣道場 八幡 657.39 1992 S造 直営  

潮
止
中
学
校 

潮止中学校教室棟 大曽根 3,882.14 1979 RC造 直営  

潮止中学校屋内運動場 大曽根 892.94 1979 S造 直営  

潮止中学校プール付属
室 

大曽根 67.90 1980 S造 直営  

潮止中学校柔剣道場 大曽根 259.20 1988 S造 直営  

潮止中学校部室 大曽根 307.20 1995 S造 直営  

潮止中学校普通教室棟 大曽根 624.78 2019 S造 直営  
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※ トイレや物置などの小規模施設（合計 1,303.34㎡）は上記に含まない。 

※ 令和 8年 4月以降設置の学童保育所の面積を含む。 

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

※ 増築を含む校舎は、代表年度を記載。 

 

（設置経緯等） 

◼ 明治 19年に尋常小学校 3校を整備。 

◼ 昭和 55年までに小学校 10 校、中学校 5 校を整備 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 北部地区においては児童生徒数が減少している一方、南部地区においては大規模共同

住宅の建築等により、児童生徒数が増加しており、地域間に偏りが生じている。 

◼ 北部地区では（仮称）外環八潮パーキングエリアに接続する（仮称）外環八潮スマー

トインターチェンジ及び（仮称）道の駅やしおの整備に向けた検討並びに北部拠点ま

ちづくり事業が進められており、それらの動向を見据えながら、教育環境のあり方を

検討する必要がある。 

◼ 地域コミュニティ維持の視点から、通学区域の見直しを頻繁に行うことは困難である。 

 

（老朽化状況） 

◼ 建設後 45 年以上が経過している施設も多数あり、老朽化が進んでいる。「八潮市学校

施設長寿命化計画」に沿った改修工事が進められているが、計画に遅れが生じている。 

 

（利用状況） 

◼ 北部地区では児童生徒数が減少し、空き教室が生じている。 

◼ 南部地区では児童生徒数が増加し、教室数不足が懸念される。 

◼ このような地域ごとの児童生徒数の状況を踏まえ、「八潮市学校適正配置指針・計画」

を策定している。 

 

（その他） 

◼ 小学校の敷地内または近隣に学童保育所が設けられており、複合化も進められている。 

 

③これまでの取組状況 

◼ 八潮駅周辺の児童数増加に対応するため、花桃小学校を建設中（令和 9年 4月開校予

定）。 

◼ 空き教室を除き、特別教室を含む校舎の空調設備については、すべての学校で整備が

完了している。また、体育館についても空調設備の整備が完了している。 
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④課題 

◼ 北部地区の小中学校を中心に児童生徒数の減少が進み、空き教室が生じている。 

◼ 北部地区では（仮称）外環八潮パーキングエリアに接続する（仮称）外環八潮スマー

トインターチェンジ及び（仮称）道の駅やしおの整備に向けた検討並びに北部拠点ま

ちづくり事業が進められており、それらの動向を見据えながら、教育環境のあり方を

検討する必要がある。 

◼ 八潮駅周辺の小中学校においては、児童生徒数の増加に伴い教室が不足している学校

も存在する。 

◼ 各校の照明について、蛍光管を継続使用している箇所が多く、全面的なＬＥＤへの更

新を行う必要がある。 

◼ 各中学校の武道場については、避難所として指定されたことを踏まえ、空調設備の設

置を推進する必要がある。 

◼ 八潮市学校施設長寿命化計画において、各校のプール本体の更新については定められ

ていないため、各校のプール本体を含む水泳施設のあり方について方向性を定める必

要がある。 
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⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 各地域の児童生徒数の動向を踏まえて「八潮市学校適正配置指針・計画」を

策定し、その後概ね 5年ごとに、必要に応じて見直す。 

◼ 北部拠点まちづくり事業が進む北部地区については、当該事業の動向を見据

えながら、小中学校の適正配置も含めた教育現場のあり方を検討する。 

◼ 南部地区については、児童数の増加に対応した花桃小学校（令和 9年 4月開

校予定）の建設を進める。 

◼ 「八潮市学校適正配置指針・計画」の改訂後は、当該方針に基づき学校の再

配置を検討する。 

◼ 「八潮市学校適正配置指針・計画」を適宜見直しながら、当該計画に沿った

学校の再配置を行うとともに「八潮市学校施設長寿命化計画」の見直しを行

い、施設の長寿命化を図る。 

◼ 各校の照明について、全面的なＬＥＤへの更新を実施する。また、ＬＥＤへ

の更新後も、照明器具の耐用年数を踏まえ、適宜機器の更新を実施する。 

◼ 各中学校の武道場への空調設備の設置を進める。設置にあたっては、初期費

用が低廉であり、かつ、運用のエネルギー効率が高い方式を採用する。 

◼ 各校のプール本体を含む水泳施設のあり方について、方針を早期に定める。 

（
～
令
和
２
８
年
度
）
中

期
的
な
方
針 

 

◼ 小中学校は、適切な施設数と規模を維持する。 
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（１１）高齢者福祉施設 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 老人福祉センターの寿楽荘、すえひろ荘、高齢者福祉施設のやしお苑を設置 

 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 
主構造 

運営 
形態 

複合施設等 

老人福祉センター寿
楽荘 

大瀬 624.22 1976 S造 
指定 
管理 

 

老人福祉センターす
えひろ荘 

八條北 337.45 1984 S造 
指定 
管理 

コミュニテ
ィセンター 

高齢者福祉施設やし
お苑 

潮止 4156.72 1997 RC造 
指定 
管理 

 

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ 老人福祉センター（寿楽荘・すえひろ荘） 

高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエー

ションのための施設として設置。 

◼ 高齢者福祉施設やしお苑 

高齢者の福祉増進のため、要介護者に対する日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び

療養上の世話のほか、デイサービスセンター、短期入所、老人介護支援センター業務を

提供する施設として設置。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 老人福祉センターは、利用者の利便性を考慮し、市内 2か所に配置している。 

◼ 高齢者福祉施設（やしお苑）は、民間事業者による介護保険サービスが提供されている

ことから、市内 1か所の配置としている。 

 

（老朽化状況） 

◼ 老人福祉センター（寿楽荘・すえひろ荘） 

・すえひろ荘は築 40年以上が経過し老朽化が進んでおり、屋上防水の劣化による雨

漏り被害、外壁の剥がれ・ひび割れ、大雨時の浸水等が生じている。 

・寿楽荘は 50年近く経過し老朽化が深刻である。 

◼ 高齢者福祉施設やしお苑 
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・築 25年以上が経過しており、相応の変化が生じている。市及び指定管理者におい

て、指定管理の協定に基づき、適宜設備の更新、修繕等を実施している。 

 

（機能） 

◼ 老人福祉センター（寿楽荘・すえひろ荘） 

・市内老人クラブの活動やレクリエーション活動、健康相談の場を提供している。 

・個人利用の場として、浴場や電位治療器を設置している。 

◼ 高齢者福祉施設やしお苑 

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、短期入所生活介護（ショートステイ）、通

所介護（デイサービス）、居宅介護支援、地域包括支援センターとしての機能を有す

る。 

・事務所、会議室、デイサービス室、居室、浴場、食堂等を設置している。 

 

（利用状況） 

◼ 老人福祉センター（寿楽荘・すえひろ荘） 

・老人クラブ加入者の減少及び会員の高齢化に伴い、団体利用は今後減少する見込み。 

・個人利用は、利用者の固定化が見受けられ、将来的な減少が見込まれる。 

・老人福祉センター全体としての現在の利用率や将来的な需要等を勘案すると、市内 1

か所に集約する余地がある。 

 

◼ 高齢者福祉施設やしお苑 

各サービス定員を満たしている状況であり、特別養護老人ホームは待機者が発生して

いる。今後、高齢者人口の増加に伴い、利用希望者の増加が見込まれる。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 各施設とも指定管理者制度を導入し、効率的な管理・運営に努めている。  

 

③これまでの取組状況 

◼ 寿楽荘の建替え（再整備）に向けた検討を進めているが、建替え場所や時期、跡地活

用などが課題となり難航している。 

◼ 高齢者福祉施設やしお苑は適切な維持管理に努めている。 

 

④課題 

◼ 施設の老朽化を鑑み、速やかに老人福祉センターに係る将来的な方針を決定し、再整

備又は長寿命化に着手する必要がある。 
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⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 老人福祉センター（寿楽荘・すえひろ荘） 

・施設の老朽化の状況及び利用状況を踏まえ、老人福祉センターに係る将来

的な方針を決定した上で、再整備又は長寿命化に着手する。 

・すえひろ荘と寿楽荘の一体整備を検討する。 

◼ 高齢者福祉施設やしお苑 

・適切な維持管理を継続しつつ、民間移管に向けた検討を進める。 

 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 老人福祉センター（寿楽荘・すえひろ荘） 

・老人福祉センターに係る将来的な方針に基づき、再整備又は長寿命化に着

手する。 

◼ 高齢者福祉施設やしお苑 

・民間移管の状況を踏まえて適切な維持管理を継続する。 

 

  



 

117 

 

（１２）障がい者福祉施設 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ やすらぎ、やまびこ、わかくさ、虹の家の 4施設を設置。 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 
主構造 

運営 
形態 

複合施設等 

八潮市身体障害者福
祉センターやすらぎ 

八條 578.84 1988 S造 
指定 
管理 

 

八潮市障がい福祉施
設やまびこ 

八條 590.49 2010 LGS造 
指定 
管理 

 

八潮市障がい者福祉
施設わかくさ 

潮止 320.10 1991 S造 
指定 
管理 

わかくさ学童
保育所 

八潮市障がい者福祉
施設虹の家 

八條 244.49 1995 S造 
指定 
管理 

 

※ 物置などの小規模施設（合計 10.58㎡）は上記に含めていません。 

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ 身体障害者の福祉の増進を図ることを目的として設置。 

◼ 障がい者の自立した日常生活並びに社会生活を支援することを目的として設置。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 市内全域から通所しやすいよう、おおむね市内中心部に設置。わかくさ及び虹の家は送

迎サービスを実施しており、遠方の方も利用できる環境にある。 

 

（老朽化状況） 

◼ わかくさ、虹の家は築 30年以上が経過し、全体的に劣化が進んでいるが、躯体自体

に問題はない。 

 

（機能） 

◼ やすらぎは地域活動支援センター事業を実施するための機能を有している。 

◼ やまびこ、わかくさ及び虹の家は生活介護を実施するための機能を有している。 

◼ やまびこは生活介護及び就労継続支援Ｂ型が併設された多機能型事業所。 

◼ 虹の家は、療育相談、学習指導、日常的な相談、一時預かりの場、といった生活サポー

トセンターの機能を有していたが、相談支援等サービスの普及による利用者数の減少

により、同機能を廃止した。 
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（利用状況） 

◼ コロナ禍に利用者数が減少したものの、現在はコロナ禍以前の水準に戻りつつあり、今

後も安定した利用が見込まれる。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 各施設とも指定管理者制度による、効率的な業務運営を行っている。 

◼ 就労支援作業は地元企業からも請けており、利用者の体験実習や就職などで連携して

いる。  

 

③これまでの取組状況 

◼ やすらぎの大規模改修を令和 2年度に実施。 

 

④課題 

◼ 利用者ニーズの変化に伴う開所時間の変更、新たな利用サービスの提供について検討

することが必要。 

 

⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ わかくさ、やまびこ、やすらぎ 

適切な維持管理を行い施設の保全を図るとともに、生活介護施設としての機

能の充実に向けて施設のリニューアルを図り、持続可能な運営を目指す。 

◼ 虹の家 

生活介護施設としての機能の充実に向けて施設のリニューアルを図り、持続

可能な運営を目指す。 

◼ 各施設とも、民間移管の検討状況を踏まえて方針を決定する。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 各施設とも、民間移管の検討状況を踏まえて方針を決定する。 
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（１３）公営住宅 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 中層住宅（宮田団地 5階建、大原団地 1・2号棟、中馬場住宅 1・2号棟）のほか、低層

住宅（宮田団地 2階建）を設置。 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 
主構造 

運営 
形態 

複合施設等 

宮田団地５階建 八條 1,050.44 1974 RC造 直営  

宮田団地２階建 八條 198.44 1975 RC造 直営  

大原団地１号棟 大原 1,267.00 1979 RC造 直営  

大原団地２号棟 大原 1,267.00 1981 RC造 直営  

中馬場住宅１号棟 八幡 1,460.81 1991 RC造 直営  

中馬場住宅２号棟 八幡 818.30 1994 RC造 直営  

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ 住宅に困窮する低所得者の居住の安定を図るため、公営住宅法に基づき設置。 

◼ 昭和 41年に制定された「住宅建設計画法」に基づき、市の総合振興計画基本構想にお

いて市営住宅の建設目標を設定。 

◼ 第 6 次八潮市総合計画では、住宅に困窮する世帯へ供給すべき戸数を把握し、民間住

宅の活用を継続するとともに、既存市営住宅については、長寿命化計画に基づき、様々

な入居者に配慮した安全・安心な居住環境を維持。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 著しい困窮年収未満の世帯数から将来的な需要を推計し、『八潮市市営住宅長寿命化計

画』の供給目標に基づき住宅配置を実施している。 

 

（老朽化状況） 

◼ 公営住宅は築 30 年から 50年が経過し、設備・構造の老朽化が進行している。 

 

（機能） 

◼ 住宅に困窮する低所得者の居住の安定及び住宅セーフティネットの充実を図るため設

置している。 
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（利用状況） 

◼ 高齢者世帯からの応募や問い合わせが増加しており、現入居者も高齢者が多い状況で

ある。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 市が直接所有する公営住宅のほか、一部民間賃貸住宅等の借上げによる市営住宅を提

供している。 

 

③これまでの取組状況 

◼ 老朽化した低層住宅の代替として令和 6年度に民間賃貸住宅等の借上げを実施した。 

◼ 令和 7年度に鶴ケ曽根住宅を廃止した。 

 

④課題 

◼ 限られた財源の中で老朽化した住宅の修繕や設備更新を進める必要があり、空き住戸

対策や維持管理費の抑制策が求められている。 

◼ 専門的な知識を持つ技術職員の不足により、今後の建物管理や改修計画の立案・実施

に支障が生じる懸念がある。 

◼ 入居者の多くが高齢者であるため、高齢者施策との連携が不可欠である。特に単身高

齢者世帯への対応可能な戸数が限られており、住まいの確保に課題がある。 

 

⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 原則として、これまでの公共主体による直接建設方式による新規整備は行わ

ないこととする。 

◼ 中層住宅（宮田団地 5階建、大原団地 1・2号棟、中馬場住宅 1・2号棟）

は、『八潮市市営住宅長寿命化計画』に基づき、定期的な点検及び計画修

繕・改善事業を実施する。 

◼ 低層住宅（宮田団地 2階建）は廃止し、民間住宅の活用等により公営住宅と

して適切な戸数を確保する。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 耐用年数の到来が近づくことから、地域の住宅需要や財政状況等に応じて、

市による直接供給方式のみならず、借上型や買取型など多様な整備手法を検

討し、市営住宅の供給を図る。 
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（１４）消防施設 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ いずれの施設も一部事務組合（草加八潮消防組合）で所管しているため、市が直接管理

している施設はない。 

 

（設置経緯等） 

◼ 八潮市の災害活動拠点として市民の安全・安心を守るため、八潮消防署庁舎や消防団の

詰所、器具置場を設置。 

 

②現状分析  

（配置状況） 

◼ 八潮消防署庁舎は、八潮市全域を管轄し、将来人口に対応した消防職員数を考慮したう

えで現在地に設置している。 

◼ 消防団の詰所・器具置場は、かつての地域ごとに設けている。 

 

（老朽化状況） 

◼ 八潮消防署庁舎は平成 21 年竣工で、築 15 年以上が経過している。壁面のひび割れや

大雨時の雨水浸水が確認されており、令和 5 年度の建築物定期点検（3 年に 1 回）で、

外壁シール等の早めの改修を推奨され、外壁タイルの全面検査（打診等）が必要と指摘

されている。 

 

（機能） 

◼ 消防車両の車庫、各種資機材・危険物等の倉庫、防火水槽、消火栓など、災害活動拠点

としての機能を有している。 

 

（利用状況） 

◼ 指令業務の共同運用（東埼玉消防指令業務共同運用協議会）、並びに新草加消防署の

竣工や（仮称）八潮消防署南分署の計画などに伴い、八潮消防署庁舎に勤務する職員

数が減少する見込みである。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 特筆すべき事項はない。 

 

（その他） 

◼ 消防機能は平成 28年度から草加市との一部事務組合（草加八潮消防組合）に移行した。
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また、令和 8 年 4 月より、東埼玉消防指令業務共同運用協議会による指令業務の共同

運用が開始した。 

 

③これまでの取組状況 

◼ 東埼玉消防指令業務共同運用協議会による近隣消防との連携強化に取り組んでいる。 

 

④課題 

◼ 市南部地域では人口増加に伴い消防需要が増加傾向にあるため、新たな消防活動拠点

（南分署）の整備による消防力の強化が必要である。 

◼ 八潮消防署庁舎は壁面のひび割れや大雨時の雨水浸水など老朽化が進行しており、部

分改修が求められる。 

 

⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 八潮消防署庁舎は（仮称）八潮消防署南分署の建設とのバランスを考慮し、

老朽化した設備の更新を優先して、照明設備の LED化や空調工事などを実施

する。 

◼ 消防団の詰所・器具置場は老朽化が進んでいるため、順次改修を進める。併

せて、地域内において民間施設・公共施設の一部活用も検討する。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 八潮消防署庁舎については勤務職員数の減少が見込まれていることから、将

来的な建替え時には使用方法や間取りを見直し、規模の適正化や他公共施設

との複合化などを検討するとともに、建替えまでの間に大規模改修工事等を

実施する。 
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（１５）その他行政系施設 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ 文化スポーツセンター、旧保健センター、大曽根教職員住宅、鶴ケ曽根住宅、旧駅前保育

所、八潮団地出張所、災害用倉庫、日赤用倉庫及び八潮市建設資材置き場が該当。 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 
（年度） 

主構造 
運営 
形態 

複合施設等 

文化スポーツセンター 大原 4,636.53 1978 
RC一部 

S造 
-  

旧保健センター 八幡 1,798.70 1979 RC造 -  

旧保健センター(増築
棟) 

八幡 366.08 1986 RC造 -  

大曽根教職員住宅 大曽根 1,139.00 1972 RC造 -  

鶴ケ曽根住宅 1号棟 八條 157.00 1970 RC造 -  

鶴ケ曽根住宅 2号棟 八條 157.00 1970 RC造 -  

鶴ケ曽根住宅 3号棟 八條 256.00 1971 RC造 -  

鶴ケ曽根住宅 4号棟 八條 256.00 1971 RC造 -  

旧駅前保育所 大瀬 378.99 2006 RC造 民営  

八潮団地出張所 八條北 51.03 1971 RC造 直営  

災害用倉庫 八條 98.69 1995 
鉄骨プレハ

ブ造 
直営  

日赤用倉庫 八條 46.38 1995 
鉄骨プレハ

ブ造 
直営  

八潮市建設資材置場 大瀬 1,073.86 1987 S造 直営  

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ 文化スポーツセンターは耐震性の不足や老朽化のため、廃止された遊休施設である。 

◼ 旧保健センターは、機能やスペースの不足、老朽化などの課題があったため、令和 4年

に市役所新庁舎内に新保健センターが移転・開設されたことに伴い、廃止された遊休施

設である。 

◼ 大曽根教職員住宅は、入居希望者不在のため廃止された遊休施設である。 

◼ 鶴ケ曽根住宅は、老朽化し民間賃貸住宅の借り上げに移行したため廃止した遊休施設

である。 

◼ 旧駅前保育所は、平成 29年 4月から賃貸借契約により民間事業者が運営している。 

◼ 八潮団地出張所は、当初は八潮市役所の出張所として昭和 46 年に建設したが、平成 3

年～平成 21年度までは、学童保育所として使用した。現在では、八潮団地自治会の集
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会所として使用されている。 

◼ 災害用倉庫は、防災用の備品等を保管するために設置。 

◼ 八潮市建設資材置場は、建設資材置場と資料館の所蔵品保管に使用されている。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 旧駅前保育所は八潮駅前に設置され、駅利用者の子どもや駅周辺に暮らす子どもの受

け皿となっている。 

◼ 八潮団地出張所は、八潮市役所の出張所として設置された経緯から、八條地域に立地

している。 

◼ 災害用倉庫は、市の防災拠点である市役所近郊に配置している。 

 

（老朽化状況） 

◼ 旧駅前保育所は、平成 18年建設の比較的新しい施設であるが、一部の設備で老朽化が

進行している。 

◼ その他の施設は築 30 年から 50 年が経過しており、設備や構造の老朽化が進行してい

る。 

 

（機能） 

◼ 旧駅前保育所は、八潮駅前に設置され、送迎保育対象施設に在籍する子どもをバスで送

迎する送迎保育ステーションの機能も兼ねている。 

◼ 八潮団地出張所には会議スペースがある。 

◼ 災害用倉庫では、防災備品や交通備品などを保管している。 

◼ 八潮市建設資材置場では、建設資材や資料館の所蔵品などを保管している。 

 

（利用状況） 

◼ 旧駅前保育所は、児童の需要は高い水準で推移しており、今後も同様の状況が見込まれ

る。 

◼ 八潮団地出張所は、八潮団地自治会の集会所として利用されている。 

◼ 災害用倉庫および八潮市建設資材置場は、市の複数課が備品や資材の保管場所として利

用している。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 特筆すべき事項はない。 
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③これまでの取組状況 

◼ 文化スポーツセンターは耐震性の不足や老朽化のため、令和 7年 7月に廃止。 

◼ 旧駅前保育所は指定管理から民設民営に移行 

 

④課題 

◼ 施設の老朽化が進んでおり、遊休施設については早期解体が望ましい。 

◼ 文化スポーツセンターの早期解体には、収蔵物の移転先確保が必要である。 

◼ 利用実態が設置目的に沿っていない施設や、使用されていない施設がある。 

◼ 災害用倉庫および八潮市建設資材置場は、設置目的と使用実態を検証し、適切な運用

が求められる。 

 

⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 文化スポーツセンターの収蔵物移転と解体を進める。 

◼ 旧保健センター、大曽根教職員住宅、鶴ケ曽根住宅は解体を進める。 

◼ 旧駅前保育所は、保育業務の継続に必要な修繕を順次実施する。 

◼ 八潮団地出張所は、現在の利用実態を踏まえ、八潮団地自治会への譲渡を打

診するとともに、老朽状況に応じて廃止・解体を検討する。 

◼ 災害用倉庫は、保管物品を他の既存施設または代替施設へ移動することを検

討し、物品の移動が完了次第、廃止・解体する。 

◼ 八潮市建設資材置場は、保管物品の精査および他の既存施設や代替施設への

移動を検討し、物品の移動が完了次第、廃止・解体する。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 文化スポーツセンターの跡地活用について検証を行う。 

◼ その他の施設については、短期的方針と同様の対応を継続する。 
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（１６）その他教育施設 

①基礎情報 

（対象施設） 

◼ その他教育施設は教育相談所と適応指導教室（フレンドスクール）が併設された施設で

ある。 

名称 
地域 

（小学校区） 

延床 
面積 
（㎡） 

建築 
年度 

（年度） 
主構造 

運営 
形態 

複合施設等 

教育相談所 八條 322.00 1980 S造 直営 
はちじょう学童保
育所 

※ 「建築年度」の赤字は、築 30年以上。 

 

（設置経緯等） 

◼ 幼児、児童、生徒に対する教育上の問題についての指導助言、保護者及び教師の教育相

談対応、教育相談に関する調査研究を目的として設置。 

 

②現状分析 

（配置状況） 

◼ 八條小学校敷地内にはちじょう学童保育所と併設されている。 

 

（老朽化状況） 

◼ 築 30年が経過しており、設備や構造の老朽化が進行している。 

 

（機能） 

◼ 教育相談所では、保護者や教師に対して教育相談や就学支援等の相談を行っている。 

◼ 適応指導教室（フレンドスクール）では、学校に登校していない児童生徒の自立や学校

生活への適応を図り、学校復帰を支援している。 

 

（利用状況） 

◼ 教育や児童・生徒の個別ニーズの多様化に伴い、利用者が増加する見込みである。 

◼ メタバースを活用した学習や相談など、オンラインによる登校支援や教育相談の需要

が増加する見込みである。 

 

（官民連携の状況） 

◼ 特筆すべき事項はない。 
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③これまでの取組状況 

◼ 利便性や立地環境等を考慮し、市中心部に位置する中馬場保育所跡地への再整備を進

めている。 

 

④課題 

◼ 施設の老朽化が課題であるが、再整備によって解消される見込み。 

◼ 児童・生徒の個別ニーズに応じた多様な学びの確保や、オンライン支援機能の強化、

メタバースの活用など、「学校復帰」だけでなく、子どもたちの多様な学びや居場所

につながる機能・役割の強化が必要である。 

◼ 相談件数の増加により、臨床心理士やカウンセラー等の専門職員が不足している。 

指導主事が常駐していないため、学校や他機関との連携調整に課題がある。 

 

⑤基本方針 

（
～
令
和
１
８
年
度
） 

短
期
的
な
方
針 

 

◼ 令和 9年度を目途に、中馬場保育所跡地への移転を予定している。新施設では

これまでの相談室、教室学習室、検査室に加え、多目的学習室やプレイルーム

（小）などを確保する。 

◼ 教育支援センターとしての機能を充実させ、教育相談や就学相談等の拠点と

なるよう、人的・物的体制の充実を図る。 

（
～
令
和
２
８
年
度
） 

中
期
的
な
方
針 

 

◼ 個別のニーズに対応した多様な学びの場を提供し、専門性のハブ機能を強化

する。 

◼ 地域とのネットワークを活用した包括的な支援を行う。 
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第２節 インフラの基本方針 

（１） 道路 

① 現状と課題 

道路は、「舗装個別施設計画」に基づく維持管理を実施しています。 

市が管理する道路のうち、1級・2級道路は舗装率が高い一方、その他道路は 86.1％と

なっています。供用後 30年以上経過している舗装が全体の 6割以上を占め、路盤以下の

支持力低下が予想されます。これにより、早期の劣化や繰り返し修繕の防止が課題となっ

ています。 

 

② 基本方針 

「舗装個別施設計画」に基づいて、長寿命化と維持修繕費のライフサイクルコスト縮減

を目指し、適切な措置方法を構築します。管理道路は利用形態に応じて分類し、分類ごと

に破損状況に応じた対策を実施します。修繕工法については、状態に応じて選定し、詳細

調査で最適工法を決定します。点検頻度も分類ごとに設定し、対策箇所の優先順位は交通

量、住民要望、バス路線等を総合評価し、効率的・効果的な維持管理を推進します。 

 

（２） 橋りょう 

① 現状と課題 

橋りょうは、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づく維持管理を実施しています。 

市が管理する橋りょうは市内に 119 橋あり、平成 26 年 6 月からは橋長 2ｍ以上の橋り

ょうに対して 5 年に 1 度の定期点検が義務化されています。架設年度が判明している橋

りょうのうち、完成から 50 年以上経過した橋りょうは 1 橋のみですが、30 年後には 30

橋に増加する見込みです。今後、老朽化の進行による大規模な補修や架替えが必要となり、

維持管理費の増大が予想されます。 

 

② 基本方針 

「橋梁長寿命化修繕計画」に基づいて、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う「予

防保全型」の維持管理を基本とし、早期の補修によるコスト縮減を目指します。損傷が顕

在化した橋りょうは「事後保全型」として管理し、補修後は予防保全型へ転換します。ま

た、橋りょうの状態や利用状況に応じて集約化・撤去も検討し、維持管理の効率化を図り

ます。新技術や新工法の積極的な活用により、事業の効率化・高度化・コスト縮減を推進

し、橋りょうの寿命を 100年間とすることを目標とします。今後は PDCAサイクルを導入

し、定期的な計画の見直しや点検・補修を継続的に実施することで、効率的かつ合理的な

維持管理体制を確立します。 
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（３） 公園 

① 現状と課題 

公園は市民にとっての憩いの場であるばかりではなく、地域コミュニティの活動拠点

や災害時における避難場所としての機能など、役割が多岐にわたります。 

八潮市の公園の維持管理は、業者委託による清掃・保守・修繕、市職員による見回りで

異常の有無を確認しています。遊戯施設については、専門技術者による年 1回の点検（目

視・触診・打揺診・器具計測）を実施し、異常があれば使用禁止措置や修繕を早急に行っ

ています。 

市内の公園は設置から 30年以上経過するものが全体の 5割を超え、特に遊戯施設の老

朽化が顕在化しています。 

老朽化した遊戯施設に対する安全対策として、計画的な修繕及び更新が行えるよう、令

和 6年 3月に「八潮市公園遊具長寿命化計画」を策定しました。 

 

② 基本方針 

日常的な維持管理は業務委託による清掃・保守・修繕、市職員の見回りで異常を確認し、

定期点検は専門技術者が年 1 回実施します。異常が確認された場合は使用禁止措置や早

急な修繕を行います。 

今後は、健全度調査を 5年毎に実施し、「八潮市公園遊具長寿命化計画」の見直しを行

うとともに、公園の利用状況を考慮し、廃止や集約化も検討します。予防保全型管理を基

本とし、適切なメンテナンスサイクルの確立によって施設の安全管理と機能維持を推進

します。 
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（４） 上水道 

① 現状と課題 

水道施設は、水道水を供給してから 60年以上が経過しているため、老朽化が進んでお

り、管路についても非耐震管が多く存在しています。 

このため、将来にわたって水道事業の経営を安定的に継続していくために、中長期的な

視点に立ち、計画的に水道施設を管理・運営していく必要があります。 

 

② 基本方針 

「八潮市水道事業ビジョン・経営戦略」に基づき、水道施設の強靭化に向けて、計画的

に施設の修繕・更新を進めていきます。 

特に、基幹管路は、定期的な管路点検等を踏まえ、優先度を考慮し、耐震管率を向上さ

せていきます。 

 

（５） 下水道 

① 現状と課題 

八潮市の下水道事業は、未普及地区の整備や水洗化人口の増加により収益は増加傾向

にありますが、経費回収率は全国平均や類似団体平均と比較して低い水準にあります。施

設整備のため企業債を活用していることから資本費の増加が課題となっており、今後も

高い水準が続く見込みです。 

また、水洗化率も全国平均より低く、未接続世帯への対応が求められます。 

老朽化については、現時点で法定耐用年数を超えた管渠はありませんが、今後の維持管

理や改築・更新が重要です。 

人口は一時的に増加が見込まれるものの、長期的には減少傾向が予測されており、安定

した経営基盤の確立が課題です。 

 

② 基本方針 

令和 7年 3月に策定した「八潮市下水道事業経営戦略」に基づいて、事業推進に取り組

んでいきます。 

下水道事業の基本方針として、以下の 4点を掲げています。 

 

治水対策の推進：雨水幹線等の整備を進め、内水排除機能の向上を図ります。 

維持管理の充実：ストックマネジメント計画や耐震化計画に基づき、計画的な改築・更新・

耐震化を推進します。 

水質汚濁の防止：未普及地区の整備を積極的に進め、河川の水質保全に努めます。 

経営改革の推進：経営基盤の強化や経営努力による効率化、必要に応じた使用料の見直し 

を行い、将来にわたる安定かつ効率的な経営を目指します。 
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これらの方針のもと、PDCA サイクルによる進捗管理と、社会情勢や経営環境の変化に

応じた計画の見直しを行いながら、将来にわたって安全・安心な下水道サービスの提供を

目指します。 
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第５章 アクションプランの策定方針 

 

公共施設マネジメントアクションプランは、基本計画を実現するための具体的な行動計

画です。本プランの策定にあたっては、公共施設の更新・統廃合、及びそれにより生じる余

剰資産の有効活用に関する今後の取組を「公共施設再編計画」と位置づけ、その具体的な内

容を示します。さらに、既存の公共施設について、今後必要となる主な改修事項に関する取

組を「公共施設中長期保全計画」と位置づけ、その具体的な内容を示します。 

また、基本計画の計画期間 30年に対して、具体的な行動計画である本プランの計画期間

を令和 8年度からの 10年とし、実行状況を踏まえ、5年後の令和 13年度を目途に内容の見

直しを行います。 

 

（図表）５－１ アクションプランの構成 

名称 概要 

公共施設再編計画  既存公共施設を対象として、計画期間内における更新･統廃

合の計画を定める。 

 本市における公共施設の配置に関する考え方を整理し、基

本計画で示した施設種類ごとの基本方針を具体化した、公

共施設の更新・統廃合に関する今後の行動計画を定める。 

公共施設中長期保全計画  既存公共施設を対象として、計画期間内における、建築・

機械設備・電気設備等に関する主な改修の計画を定める。 

 

策定方針①：実現性の確保 

 アクションプランは令和 8 年度以降の実行を見据えた行動計画です。財政状況等を勘案

しながら、実現性の高い計画とします。 

 

策定方針②：具体性の確保 

 公共施設の更新・統廃合に関する決定を先送りせず、定量的な達成目標を定めます。  

アクションプランの実行主体、実施内容、実施時期等を具体的に定めます。 

 

策定方針③：円滑な合意形成 

 全市的な公共施設の更新・統廃合に関する計画とするため、本計画とアクションプラン

の骨子に関しパブリックコメントを実施し、市民からの意見を募り、共有を図ります。ま

たアセットマネジメント推進担当部署が中心となり、全庁横断的な検討を進めることによ

り、円滑な合意形成を図ります。 

 




